
 1

 

 

 

 

 

 

業務・システム最適化計画策定指針 

（ガイドライン） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３版 

2004 年（平成 16 年）11 月 12 日 

各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議事務局 
 

 

 



 2

目  次 

 

１．業務・システム管理手法................................................ 1 

 

２．分類体系及び標準記述様式.............................................. 2 
(1) 政策・業務体系...................................................... 2 
① 業務説明書........................................................ 2 
② 機能情報関連図.................................................... 3 
③ 業務流れ図........................................................ 4 
④ 情報体系整理図.................................................... 5 
 

(2) データ体系.......................................................... 6 
① 実体関連図........................................................ 6 
② データ定義表...................................................... 7 
 

(3) 適用処理体系........................................................ 8 
① 情報システム関連図................................................ 8 
② 情報システム機能構成図............................................ 9 
 

(4) 技術体系........................................................... 10 
① ネットワーク構成図............................................... 10 
② ソフトウェア構成図............................................... 11 
③ ハードウェア構成図............................................... 12 

 

３．最適化計画の策定手順................................................. 13 
(1) 業務・システムの選定............................................... 13 
(2) 取組体制等......................................................... 13 
(3) 現行体系の整理..................................................... 14 
(4) 業務・システムの見直し方針の策定................................... 14 
(5) 将来体系の作成..................................................... 15 
(6) 最適化計画の策定................................................... 16 
 

４．最適化計画等の決定、公表等の流れ..................................... 17 
 

５．最適化計画の内容..................................................... 18 
(1) 業務・システムの概要............................................... 18 
(2) 最適化の実施内容................................................... 18 
(3) 最適化工程表....................................................... 20 
(4) 現行体系及び将来体系............................................... 20 

 



 3

６．最適化の実施......................................................... 20 
 

別添１ 標準記述様式に関する記述要領..................................... 21 
１．業務説明書......................................................... 22 
２．機能情報関連図（DFD：Data Flow Diagram）........................... 23 
２．機能情報関連図（DFD：Data Flow Diagram）........................... 24 
３．業務流れ図（WFA：Work Flow Architecture）.......................... 32 
４．情報体系整理図（UML Class Diagram）................................ 35 
５．実体関連図（ERD：Entity Relationship Diagram）..................... 40 
６．データ定義表....................................................... 47 
７．情報システム関連図................................................. 49 
８．情報システム機能構成図............................................. 52 
９．ネットワーク構成図................................................. 53 
１０．ソフトウェア構成図............................................... 54 
１１．ハードウェア構成図............................................... 55 
 

別添２ 業務環境分析・主要課題抽出要領................................... 56 
１．業務環境分析（SWOT 分析） .......................................... 56 
２．主要課題抽出....................................................... 59 
 

別添３ 業務・システムの最適化に係る共通見直し指針....................... 62 
１．政策・業務体系..................................................... 62 
２．データ体系......................................................... 69 
３．適用処理体系....................................................... 70 
４．技術体系........................................................... 71 
 

別添４ 業務・システムの最適化の実施に伴う留意事項....................... 78 
１．最適化工程及びシステム設計・開発に係る仕様書・提案依頼書........... 78 
２．システム設計・開発に係る事業者選定の考え方......................... 81 
３．その他............................................................. 82 
 

参考 最適化計画の策定対象とする業務・システムの考え方................... 94 

 

 

 



 1

 電子政府構築計画（2003年（平成15年）7月17日各府省情報化統括責任者（CIO）

連絡会議決定）においては、業務・システムの最適化により費用対効果を高め、人

的・物的資源の効率的な活用を通じた行政の簡素・合理化を図ることにより、予算

効率の高い簡素な政府を実現することを主要目標の一つとしている。 

 上記目標を実現するためには、各業務を担当する組織がそれぞれ区々に情報シス

テムの整備を行う現状のシステム整備の在り方を見直し、政府全体として統一的な

業務・システム管理手法の下、府省間及び府省内各組織間で整合的な業務の遂行及

び情報システムの整備を行うことが必要である。 

 本ガイドラインは、業務・システムの最適化を政府全体として整合性をもって進

めていくため、業務の見直し及び情報システムの整備に関する統一的な業務・シス

テム管理手法を示すとともに、業務・システムの最適化に係る作業の統一的実施手

順を定めるものである。 

 なお、本ガイドラインは、業務・システムの最適化に係る作業状況等を踏まえつ

つ、必要に応じて見直すものとする。 

 

１．業務・システム管理手法 
 

 政府内の各業務・システムについては、本ガイドラインに基づく業務・システ

ム管理手法により統一的に体系化するものとし、次に掲げる四分類体系に整理す

る。 

① 政策・業務体系 

② データ体系 

③ 適用処理体系 

④ 技術体系 

 これらの分類体系は、統一的な標準記述様式から構成され、各業務・システム

の機能、構成等を整合的に分類し、整理するものであり、業務・システムの現状

（以下「現行体系」という。）から将来の在るべき姿（以下「将来体系」とい

う。）に移行するための戦略的な基盤として活用する。 

 各府省においては、情報化統括責任者、情報化統括責任者（CIO）補佐官（以下

「CIO補佐官」という。）及びそのスタッフにおいて、府省内の各業務・システム

における分類体系を一元的に管理するとともに、省内横断的な評価を行い、業

務・システムの最適化に向け、効率的かつ効果的なIT投資を戦略的に行うことが

必要である。 
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２．分類体系及び標準記述様式 
 

 以下に、統一的な業務・システム管理手法として用いる各分類体系及びこれら

を構成する標準記述様式について解説する。 

 なお、標準記述様式に係る記述要領については、別添１を参照。 

 

(1) 政策・業務体系 

 政策・業務体系は、業務の企画・立案、処理過程、情報及び情報の流れを示

す体系であり、データ体系、適用処理体系及び技術体系の上位の概念体系とし

て位置する。 

 政策・業務体系は、次に掲げる標準記述様式により構成する。 

・ 業務説明書 

・ 機能情報関連図 

・ 業務流れ図 

・ 情報体系整理図 

 

① 業務説明書 
 業務・システムの目的・機能、情報システムの管理・運用体制を明らかに

するため、業務説明書を作成する。 

 業務説明書の内容は次のとおりとする。なお、人事異動等により、体制そ

の他の記述内容に変更が生じた場合は、随時更新するものとする。 

 

ア 目的・機能 

 当該業務・システムの目的及び機能を明確化し、各府省の政策との関係

を明らかにする。 

 

イ 管理・運用体制図 

 当該業務・システムで用いる情報システムの管理・運用に係る体制を図

式化する。 
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② 機能情報関連図 
 各業務・システムを構成する機能を階層的に分解し、各階層の機能間でや

り取りする主要情報の関係を模式的に示すため、機能情報関連図を作成する。 

 機能情報関連図は、対象とする業務・システムの機能と情報の流れを明確

化するためのもので、分析対象を同一の群（分類）ごとに、業務・システム

の各機能について情報の発生源と到達点、処理、保管とそれらの間を流れる

データを統一記述規則に基づき表現する。 

 機能情報関連図の作成に当たっては、当該業務・システムの処理の対象範

囲、情報の流れ等、業務の実態を的確に捕捉することが不可欠であり、機能

構成図等により、業務・システムの機能を階層的に抽出し、細部に至るまで

業務モデルを詳細に分析する必要がある。 

 

（参考）機能情報関連図の例 
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③ 業務流れ図 
 業務処理過程に関係する機能及び情報に関し、機能を実施する人、組織、

情報システム等の業務主体、順序並びに当該業務主体及び順序においてやり

取りされる情報を明確化するため、業務流れ図を作成する。 

 業務流れ図では、業務処理に係る機能及び情報に関し、業務処理の流れ、

機能の種類及び業務処理を通じた成果物を統一記述規則に基づき表現する。 

 

（参考）業務流れ図の例 
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④ 情報体系整理図 
 業務処理で取り扱う対象となる情報について、各情報間の関連及び構造を

明確化するため、情報体系整理図を作成する。 

 情報体系整理図は、業務・システムにおけるエンティティ（業務処理の対

象となる物理的存在、概念、事象に係る情報）間の関係を統一記述規則に基

づき表現する。 

 

（参考）情報体系整理図の例 
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(2) データ体系 

 データ体系は業務を遂行するための情報処理に必要となるデータ及びデータ

間の関係を示す体系である。 

 データ体系は、次に掲げる標準記述様式により構成する。情報システムを利

用しない業務については、省略する。 

・ 実体関連図 

・ データ定義表 

 

① 実体関連図 
 業務・システムで利用する情報システムにおける論理的なデータ構造を明

らかにするため、実体関連図を作成する。 

 実体関連図では、エンティティ（業務処理の対象となる物理的存在、概念、

事象に係る情報）及びリレーションシップ（関連）の概念を用いて、情報シ

ステムで用いる論理的なデータ構造を統一記述規則に基づき表現する。 

 

（参考）実体関連図の例 

差額追給仮

職員番号 (FK)
支払年月日
状態区分

差額追給対象者

職員番号 (FK)

＊＊内訳

職員番号 (FK)
支給区分 (FK)
支払年月日 (FK)
状態区分 (FK)
＊＊内訳SEQ

給与計算

職員番号 (FK)
支給区分
支払年月日
状態区分

給与実績

職員番号 (FK)
支払年月日
状態区分

月例変動

職員番号 (FK)
支払年月日

給与基本

職員番号 (FK)

身分証明書ﾃﾞー ﾀ

長期組合員番号 (FK)

昇格昇給所属

昇格昇給所属SEQ
昇格昇給詳細SEQ (FK)

昇格昇給発令

昇格昇給会計SEQ
昇格昇給詳細SEQ (FK)

昇格昇給会計

昇格昇給会計SEQ
昇格昇給詳細SEQ (FK)

候補者情報

昇格昇給詳細SEQ (FK)

昇格昇給基本

発令日
給与種別
職員番号 (FK)

昇格昇給詳細SEQ (FK)

昇格昇給詳細

昇格昇給詳細SEQ

昇格昇給発令SEQ
昇格昇給所属SEQ
昇格昇給会計SEQ
昇格昇給級号俸SEQ 昇格昇給級号俸

昇格昇給級号俸SEQ
昇格昇給詳細SEQ (FK)

辞令

年度
局
発令日
枝番
職員番号 (FK)
異動SEQ (FK)
辞令SEQ

異動候補者

年度
局内局間区分
局
職員番号 (FK)

個人票

個人票番号 (FK)
職員番号（部下） (FK)

職員番号（上司）

個人票名

個人票番号

調査

調査書番号 (FK)
職員番号 (FK)

調査書名

調査書番号

公災

公災SEQ
職員番号 (FK)

会計

職員番号 (FK)
異動SEQ (FK)
会計SEQ

所属職種

職員番号 (FK)
異動SEQ

部 (FK)
課 (FK)
室 (FK)
班 (FK)
係 (FK)
特定官職 (FK)
専門官職 (FK)
担当 (FK)
会計SEQ
局 (FK)

退職者

職員番号 (FK)
退職後SEQ

婚姻・改姓

職員番号 (FK)
改姓SEQ

研修結果

職員番号 (FK)
研修SEQ

試験結果

職員番号 (FK)
試験SEQ

表彰

職員番号 (FK)
公災SEQ

職員基本

職員番号

入省採用退職SEQ
家族SEQ
住所SEQ
学歴SEQ
留学SEQ
職歴SEQ
級号俸SEQ
異動SEQ
資格SEQ
表彰SEQ
公災SEQ
試験SEQ
研修SEQ
改姓SEQ
退職後SEQ
メモSEQ
語学試験SEQ

入省採用退職

職員番号 (FK)
入省採用退職SEQ

家族

職員番号 (FK)
家族SEQ

住所

職員番号 (FK)
住所SEQ

学歴

職員番号 (FK)
学歴SEQ

留学

職員番号 (FK)
留学SEQ

職歴

職員番号 (FK)
職歴SEQ

級号俸

職員番号 (FK)
級号俸SEQ

給与種別 (FK)

資格

職員番号 (FK)
資格SEQ

所属表

局
部
課
室
班
係
特定官職
専門官職
担当

俸給表

給与種別

級
号俸
開始年月日
改定年月日

年金資産申込

職員番号 (FK) ＠＠申請

＠＠申請SEQ
職員番号 (FK)

標準報酬

標準報酬SEQ
職員番号 (FK)

給与所属

給与所属SEQ
職員番号 (FK)

組合履歴

組合異動SEQ
職員番号 (FK)

被扶養者

職員番号 (FK)

＠＠申請SEQ (FK)
請求番号 (FK)

組合員

職員番号 (FK)

本人請求

職員番号 (FK)
請求番号

＠＠請求

請求番号 (FK)
職員番号 (FK)

財産形成

職員番号 (FK)
財形区分
財形変更SEQ

貯金関連申請

職員番号 (FK)
変更SEQ

貸付履歴

職員番号 (FK)
貸付SEQ

＠＠貸付

職員番号 (FK)
貸付SEQ (FK)
貸付種別

給与控除

控除年月日
月例賞与区分
職員ｺｰﾄ  ゙(FK)

給与明細

職員ｺｰﾄ  ゙(FK)
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② データ定義表 
 業務・システムで利用する情報システムにおける物理的なデータ構造を明

らかにするため、データ定義表を作成する。 

 

（参考）データ定義表の例 

 

 

作成者

作成部局

作成日

データ項目の定義

システム要件定義

作業項目

作業分類

B20102

B2010
B2

xxxx年xx月xx日データ項目一覧表

作成者

作成部局

作成日

データ項目の定義

システム要件定義

作業項目

作業分類

B20102

B2010
B2

xxxx年xx月xx日データ項目一覧表

~~~~~~~

1

職員番号PK○9職員番号職員番号11
入省採用退職SEQFK○4履歴SEQ入省採用退職SEQ21
家族SEQFK○4履歴SEQ家族SEQ31
住所SEQFK○4履歴SEQ住所SEQ41
学歴SEQFK○4履歴SEQ学歴SEQ51

長さ 必須
PK/F

K項目名 型/ﾄﾞﾒｲﾝ

職員基本

エンティティ

0

An 説明

1

En

~~~~~~~

1

職員番号PK○9職員番号職員番号11
入省採用退職SEQFK○4履歴SEQ入省採用退職SEQ21
家族SEQFK○4履歴SEQ家族SEQ31
住所SEQFK○4履歴SEQ住所SEQ41
学歴SEQFK○4履歴SEQ学歴SEQ51

長さ 必須
PK/F

K項目名 型/ﾄﾞﾒｲﾝ

職員基本

エンティティ

0

An 説明

1

En

人事システム

データ項目一覧表、エンティティ定義表作成者
作成部局

作成日

データ項目の定義

システム要件定義

作業項目

作業分類

103

B2010
B2

xxxx年xx月xx日エンティティ定義表

作成者

作成部局

作成日

データ項目の定義

システム要件定義

作業項目

作業分類

103

B2010
B2

xxxx年xx月xx日エンティティ定義表

~~~~~~~~~

2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年

最大
更新頻度

1回/年
1回/年
1回/年
1回/年
1回/年
1回/年

平均
更新頻度

〃2%/年250001850012000職員入省採用退職情報。入省採用退職

〃2%/年960007200048000職員家族情報。家族

〃2%/年240001800012000職員住所情報。住所

〃2%/年240001800012000職員学歴情報。学歴

〃2%/年240001800012000職員留学情報。留学

25000

最大
ﾎﾞﾘｭｰﾑ

2%/年

成長率

全て保存

保存期間

12000

初期
ﾎﾞﾘｭｰﾑ

18500

平均
ﾎﾞﾘｭｰﾑ

職員基本

エンティティ

職員基本情報。

説明

~~~~~~~~~

2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年

最大
更新頻度

1回/年
1回/年
1回/年
1回/年
1回/年
1回/年

平均
更新頻度

〃2%/年250001850012000職員入省採用退職情報。入省採用退職

〃2%/年960007200048000職員家族情報。家族

〃2%/年240001800012000職員住所情報。住所

〃2%/年240001800012000職員学歴情報。学歴

〃2%/年240001800012000職員留学情報。留学

25000

最大
ﾎﾞﾘｭｰﾑ

2%/年

成長率

全て保存

保存期間

12000

初期
ﾎﾞﾘｭｰﾑ

18500

平均
ﾎﾞﾘｭｰﾑ

職員基本

エンティティ

職員基本情報。

説明

人事システム
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(3) 適用処理体系 

 適用処理体系は、業務を遂行するための情報処理に関し、データ処理と業務

との関係を示す体系である。 

 適用処理体系は、次に掲げる標準記述様式により構成する。情報システムを

利用しない業務については、省略する。 

・ 情報システム関連図 

・ 情報システム機能構成図 

 

① 情報システム関連図 
 業務・システムの処理過程で利用される情報システム間でやり取りされる

情報の種類及び方向を明確化するため、情報システム関連図を作成する。 

 

 

（参考）情報システム関連図の例 

 

 

 

共済システム 人事システム 給与システム

検索DB（システム）
アカウント

DB（システム）

○○庁の

システム

人事院の

システム

振込先銀行の

システム

連合会の

システム

基礎届け情報

標準報酬情報

職員データ 職員異動情報

給与実態調査データ

振込情報
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② 情報システム機能構成図 
 情報システムで実装する機能の構成を明確化するため、情報システム機能

構成図を作成する。 

 

（参考）情報システム機能構成図の例 

 

 

 

 

 

 

更新異動候補者選定を支援する

参照データ作成支援を行う

更新アンケート調査の内容、結果の管理を行う

参照帳票出力を行う

参照職員情報を汎用的に検索する情報検索機能

更新現在情報を管理する

更新履歴情報を管理する

異動辞令の作成を支援する

異動起案の作成を支援する

流れ図作成を支援する

各職員からの申請情報の認定、管理を行う

個人属性を管理する

参照、更新パターンシステム機能システム名

更新

更新

更新

人事異動支援

更新個人申請情報管理

更新職員基本情報管理人事システム

更新異動候補者選定を支援する

参照データ作成支援を行う

更新アンケート調査の内容、結果の管理を行う

参照帳票出力を行う

参照職員情報を汎用的に検索する情報検索機能

更新現在情報を管理する

更新履歴情報を管理する

異動辞令の作成を支援する

異動起案の作成を支援する

流れ図作成を支援する

各職員からの申請情報の認定、管理を行う

個人属性を管理する

参照、更新パターンシステム機能システム名

更新

更新

更新

人事異動支援

更新個人申請情報管理

更新職員基本情報管理人事システム
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(4) 技術体系 

 技術体系は、業務を遂行するための情報処理に関し、必要となる技術基盤

（ハードウェア、ソフトウェア等）及びセキュリティ基盤を示す体系である。 

 技術体系は、次に掲げる標準記述様式により構成する。情報システムを利用

しない業務については、省略する。 

・ ネットワーク構成図 

・ ソフトウェア構成図 

・ ハードウェア構成図 

 

① ネットワーク構成図 
 情報システムを構成するサーバ、クライアント等の機器の物理的又は論理

的な接続関係を明確化するため、ネットワーク構成図を作成する。 

 

（参考）ネットワーク構成図の例 

 

 

地方支分部局

本省パソコンLAN

パソコン

レーザープリンタ（OA）

ハブ

ハブ

ハブ

セキュリティルーター

WAN

レーザープリンタ（ＯＡ）

ラインプリンタ
(高速プリンタ：専用)

共通DB管理サーバ 給与サーバ 共済サーバ 人事サーバ

100Mbps

北海道○○局　2Mbps
東北○○局　2Mbps
関東○○局　2Mbps
中部○○局　2Mbps
近畿○○局　2Mbps
中国○○局　1Mbps
四国○○局　1Mbps
九州○○局　2Mbps
沖縄○○部　1Mbps
那覇△△事務所　0.5Mbps
（沖縄○○部経由）

日本語ページプリンタ
(高速プリンタ：専用)

磁気テープ装置

約９０台

外局　課・室
パソコン　約４０台

本省　課・室
パソコン　約１９０台

100Mbps
10Mbps

100Mbps
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② ソフトウェア構成図 
 情報システムを構成するサーバ、クライアント等の機器に実装するソフト

ウェアの構成を明確化するため、ソフトウェア構成図を作成する。 

 

（参考）ソフトウェア構成図の例 

 

日本語ソート・マージ
C-ISAMアクセス
ユーティリティ

UNIX(SVR4準拠)

ORACLE SQL*Net

UNIX(SVR4準拠)

ORACLE SQL*Net

ORACLE RDBMS
DISTRIBUTED OPTION

PARAREL QUERY OPTION
CONTEXT OPTION

REPLICATED OPTION

給与アプリケーション
(C言語)

ORACLE
Pro*C

給与アプリケーション
(COBOL言語)

ORACLE
Pro*COBOL

共通DB管理サーバ・人事サーバ 給与サーバ

クライアントパソコン

Windows NT4.0 Workstation

ORACLE SQL*Net

ORACLE Objects For OLE

VB
アプリケーション

VC++
アプリケーション

MS-
ACCESS97

MS-
EXCEL97

ODBCドライバ

Inputman OCX
Spread OCX

Crystal Reports

telnet
X-Window

ORACLE RDBMS
DISTRIBUTED OPTION

PARAREL QUERY OPTION
CONTEXT OPTION

REPLICATED OPTION

共済サーバ

UNIX(SVR4準拠)

ORACLE
SQL*Plus

共済アプリケーション
(C言語)

ORACLE
Pro*C

ORACLE RDBMS
DISTRIBUTED OPTION

PARAREL QUERY OPTION
CONTEXT OPTION

REPLICATED OPTION

磁気テープアクセス
ユーティリティ

SQL telnet/
X-Window

ORACLE SQL*Net

ORACLE
SQL*Plus

共通管理アプリケーション
人事アプリケーション

(C言語)

ORACLE
Pro*C

ORACLE
SQL*Plus
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③ ハードウェア構成図 
 情報システムを構成するサーバ、クライアント等の機器のCPU、メモリ、ハ

ードディスク等の機能構成を明確化するため、ハードウェア構成図を作成す

る。 

 

（参考）ハードウェア構成図の例 

共通DB管理サーバ 人事サーバ 給与サーバ 共済サーバ

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD

集合型DAT

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD3.5” FDD

集合型DAT集合型DAT

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
85GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD

集合型DAT

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
85GB

(RAID5)

磁気ディスク
85GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD3.5” FDD

集合型DAT集合型DAT

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD

集合型DAT

½インチ
オープン

MT

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD3.5” FDD

集合型DAT集合型DAT

½インチ
オープン

MT

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD

集合型DAT

日本語
ページプリンタ

UP4800 740/AD

CPU
R1000(200MHz)

×２

CPU
R1000(200MHz)

×２

メモリ
512MB

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

磁気ディスク
51GB

(RAID5)

CD-ROM

3.5” FDD3.5” FDD

集合型DAT集合型DAT

日本語
ページプリンタ

セキュリティ
ルーター

ラインプリンタ
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３．最適化計画の策定手順 
 

(1) 業務・システムの選定 

 「業務・システム体系一覧作成指針（ガイドライン）」に基づき、各府省個

別業務・システムの体系的な整理を実施する。 

 上記整理の結果を踏まえ、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議（以下

「CIO連絡会議」という。）において、政府全体の業務・システムの体系的な整

理を実施するとともに、業務の最適化やシステムの統合化等の効果が大きいと

見込まれる業務（主に実施業務）について、各府省に共通する業務・システム

（以下「府省共通業務・システム」という。）、一部の府省に関係する業務・

システム（以下「一部関係府省業務・システム」という。）及び各府省の個別

業務・システム（以下「個別府省業務・システム」という。）に分類する。 

 府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、CIO連

絡会議において、各業務・システムに係る最適化計画を策定する担当府省を決

定する。 

 なお、業務・システムの体系的な整理の詳細については、「業務・システム

体系一覧作成指針（ガイドライン）」を参照。また、最適化計画の策定対象と

する業務・システムの考え方については、参考参照。 

 

 

(2) 取組体制等 

 各府省（府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムにあって

は担当府省。以下、本項及び４において同じ。）は、各業務・システムの最適

化に向けた取組に関し、必要な体制を整備し、責任の所在が曖昧にならないよ

う役割分担、担当職員の氏名等を記述した責任体制図、最適化計画策定までの

スケジュールを作成する。これらについては、人事異動等や進ちょく状況を踏

まえ、変更が生じた部分を定期的に更新し、最適化計画策定までの工程管理を

適切に行う。 

 

【例】業務・システムの最適化責任体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統括責任者 

○○局△△課長

 ×× ×× 

○○○業務改革 

企画係長 

 ×× ×× 

×××業務改革 

企画係 

 ×× ×× 

分析・評価責任者 

ＣＩＯ補佐官 

 ×× ×× 

統括担当 

課長補佐 

 ×× ×× 

システム改革 

調整係 

 ×× ×× 

現状分析 

分析スタッフ 

（外部委託） 
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【例】最適化計画策定スケジュール 

 
2004年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

現行体系（政策・業務体系）の作成 2004/4/1 2004/5/31

現行体系（その他の体系）の作成 2004/4/1 2004/5/31

業務環境分析 2004/4/19 2004/4/23

主要成功要因抽出 2004/4/26 2004/4/30

業務見直し方針（案）作成 2004/5/6 2004/6/4

業務見直し方針（案）調整・決定 2004/6/7 2004/6/25

先進事例等資料収集 2004/6/26 2004/7/11

将来体系作成 2004/7/1 2004/9/19

効果算定 2004/8/25 2004/9/30

最適化計画（案）作成 2004/9/22 2004/10/31

最適化計画（案）調整・決定 2004/11/4 2004/11/28

事項 開始 終了

 

 

(3) 現行体系の整理 

 各府省は、業務・システムの機能、構成等の現状を明らかにし、業務処理の

実態を把握するため、業務・システムの現状分析を行い、本ガイドラインに基

づく現行体系を整理する。 

 なお、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、

担当府省は、現行体系のうち政策・業務体系を関係府省に提示し、対象となる

業務・システムの機能、情報の流れ等について確認する。 

 

 

(4) 業務・システムの見直し方針の策定 

 各府省は、現行体系の整理の後、又は現行体系の整理と並行しつつ、別添２

「業務環境分析・主要課題抽出要領」に基づく業務環境分析、主要課題抽出等

を行い、「予算効率の高い簡素な政府の実現」を共通的な基本目標とする各業

務・システムに係る最適化の基本理念を明確化するとともに、別添３「業務・

システムの最適化に係る共通見直し指針」を踏まえ、現行の業務処理における

問題点等を整理の上、 

・ 業務の効率化・合理化 

・ 利便性の維持・向上 

・ 安全性・信頼性の確保 

・ 経費削減 

の観点から業務・システムの最適化の方向性について検討し、最適化の基本理

念及び具体的な改革事項を内容とする業務・システムの見直し方針を策定する。 
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 また、旧式（レガシー）システムについては、上記に加え、 

・ 汎用パッケージソフトウェアの利用 

・ オープンシステム化 

・ ハードウェアとソフトウェアのアンバンドル化（分離調達） 

・ 随意契約から競争入札への移行 

・ データ通信役務サービス契約の見直し 

・ 国庫債務負担行為の活用 

の可能性について、刷新可能性調査等を通じて検討した結果又は今後の検討方

針を業務・システムの見直し方針において明らかにするものとする。 

 なお、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムの一部に、

関係府省が個別に最適化計画を策定すべき業務及び情報システムがある場合に

は、業務・システムの見直し方針において、当該業務及び情報システムの範囲

を明らかにし、当該範囲について関係府省が個別に最適化計画を策定する旨を

定めるものとする。また、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・シ

ステムの見直し方針については、担当府省を中心に関係府省間で調整し、策定

するものとする。 

 

注）「内部管理業務の業務見直し方針」（2003年（平成15年）7月17日各府省情報化統括責

任者（CIO）連絡会議決定）は、内部管理業務の業務・システムの見直し方針に相当する。 

 

 

(5) 将来体系の作成 

 各府省は、将来体系への導入が推奨される事例、知識等について、現行体系

及び業務・システムの見直し方針を示しつつ民間等に対し情報提供を依頼する

等により、幅広く情報入手を行い、情報通信技術の動向、内外の先進事例・成

功事例（ベスト・プラクティス）等を踏まえ、本ガイドラインに基づき目標と

すべき将来体系を作成する。その際、業務・システムの見直し方針及び別添３

「業務・システムの最適化に係る共通見直し指針」を踏まえ、既存の業務及び

制度を前提とした見直しにとどまらず、業務の制度面・運用面からの見直し、

業務処理過程の重複等の徹底した排除、システムの一元化・集中化、定型的業

務等の外部委託の推進等により、業務・システムが全体として最適なものとな

るようにする。 

 なお、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、

担当府省は、将来体系のうち政策・業務体系を作成し、関係府省間で調整の上

整理する。さらに、データ体系、適用処理体系及び技術体系について引き続き

作成し、関係府省間で調整の上整理する。その際、府省間で異なる業務処理等

が現行体系において存在する場合は、将来体系の作成において、当該業務処理

等部分に関し各府省共通の業務処理として合理的な方法を検討し、可能な限り

業務処理方法の統一化を図る。 

 



 16

 

(6) 最適化計画の策定 

 各府省は、業務・システムの見直し方針を具体化する現行体系から将来体系

への移行計画として、2005年度末（平成17年度末）までのできる限り早期に最

適化計画を策定する。 

 なお、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムに係る最適

化計画については、担当府省を中心に関係府省間で調整し、策定するものとす

る。 

 

 

【例】最適化計画の策定手順イメージ 
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４．最適化計画等の決定、公表等の流れ 
 

 各府省において立案した業務・システムの見直し方針及び最適化計画は、各府

省の CIO 補佐官の評価を受けるとともに、各府省情報化統括責任者（CIO）補佐官

等連絡会議（以下「CIO 補佐官等連絡会議」という。）に報告し、助言を受けるも

のとする。 

 国民、企業等に密接に関係する業務・システムの見直し方針及び最適化計画に

ついては、各府省においてパブリックコメント（意見募集）を行うものとする。 

 府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、各府省

情報化統括責任者（CIO）連絡会議幹事会において見直し方針を、また、CIO 連絡

会議において最適化計画を、それぞれ決定するものとする。個別府省業務・シス

テムについては、各府省の情報化推進委員会等において見直し方針及び最適化計

画を決定するものとする。 

 各府省は、業務・システムの見直し方針及び最適化計画の決定の後、これらに

ついて、速やかにインターネットの利用その他により公表するものとする。 

 業務・システムの見直し方針及び最適化計画の策定前に行う旧式（レガシー）

システムの刷新可能性調査については、各府省において、進ちょく状況、結果等

を CIO 補佐官等連絡会議に報告し、助言を受けるとともに、調査結果について、

速やかにインターネットの利用その他により公表するものとする。 

 業務・システムの見直し方針及び最適化計画並びに旧式（レガシー）システム

の刷新可能性調査の進ちょく状況、結果等に係る CIO 補佐官等連絡会議への報告、

パブリックコメント（意見募集）及び公表に際しては、当該業務・システムのセ

キュリティ（安全性）に直接かかわる事項のように報告又は公表することが不適

切である事項を除くものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
見直し方針・最適化計画の立案 

CIO補佐官による評価 

CIO補佐官等連絡会議へ報告、助言 

パブリックコメント 

決      定 

刷新可能性調査 

＜（旧式）レガシーシステム＞ 

※府省共通業務・システム、一部関係府省業務システム 
・見直し方針 → CIO連絡会議幹事会 
・最適化計画 → CIO連絡会議 

※個別府省業務・システム 
→ 各府省の情報化推進委員会等 

公      表 

CIO補佐官等連絡会議へ報告、助言 

公      表 

※国民、企業等に密接に関係する業務・システム 
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５．最適化計画の内容 
 

 業務・システムの最適化計画の内容は、次のとおりとする。 

 

(1) 業務・システムの概要 

 最適化計画の策定対象となる業務・システムの機能、役割等の概要及び最適

化の基本理念を記述する。 

 

（記述例） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 最適化の実施内容 

 現行体系から将来体系への移行に関し、実施する最適化の内容について、 

・ 業務の効率化・合理化 

・ 利便性の維持・向上 

・ 安全性・信頼性の確保 

・ 経費削減 

に係る具体的な手法、時期等を記述するとともに、それぞれに係る効果並びに

最適化全体に係る経費及び業務処理時間の効果を原則として数値により明らか

にする。 

 なお、旧式（レガシー）システムについては、３.(4)に掲げる汎用パッケー

ジソフトウェアの利用等に関する検討結果を踏まえた具体的な措置事項を併せ

て記述する。 

 

（記述例） 

 

 

 

 

 

１．業務・システムの概要 

 ○○○業務は、各府省で実施する△△△及び×××に係る□□□申請等

の処理、△△料の徴収、××に係る監督、□□の管理、□×の障害防止、

技術計算、統計作成、電子情報提供等の△△△及び×××に係る業務であ

り、○○○システムにより、これらに係る一連の事務を処理している。 

 ○○○業務の最適化に当たっては、時代のニーズに的確に対応しつつ、

□□□の24時間以内発行を目標として、ITを活用した業務の徹底した簡

素・合理化に努め、国民・企業等へ利便性の高い良質なサービスを提供

し、△△△及び×××に係る国民・企業等の負荷軽減及び我が国の■■■

に関する国際競争力の向上に寄与することを基本理念とする。 

 

２．最適化の実施内容 

 ○○○業務について、次に掲げる最適化を実施する。これにより、年間

約○億円の経費削減、年間延べ約○○日分の業務処理時間の短縮が見込ま

れる。 
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(1) 情報システムの統一化 

 従前、各府省で個々にシステム化し、実施されていた△△△及び××

×に係る業務について、2006年（平成18年）9月までに○○○システムを

各府省共通の処理システムとして整備し、2006年（平成18年）10月から

政府全体として統一的な業務処理方法とする。 

 これにより、従来、各府省で整備・運用したシステムは不要となり、

△△△及び×××に係るシステム運用経費について、政府全体として年

間約○億○千万円が削減されることとなる。 

 

(2) ××及び■■に係る確認業務の廃止 

 年間約○○件の処理を行う××及び■■に係る確認業務については、

蓄積するデータベースを活用し、○○○システムにより自動的に行える

ようにし、各府省に対する××の届出及び■■の報告に係る手続を2006

年（平成18年）10月に廃止する。 

 これにより、年間延べ約○○○日分の業務処理時間に相当する業務処

理の簡素化を図ることが可能となる。 

 

(3) □□業務に係る府省間手続のシステム化 

 □□業務に係る府省間手続について、2006年度末（平成18年度末）ま

でにシステム化を図り、2007年度（平成19年度）から申請書様式を廃止

する。 

 これにより、年間延べ約○○日分の業務処理時間に相当する業務処理

の簡素化を図ることが可能となる。 

 

(4) △△業務の外部委託 

 年間約○万件の処理が生じている△△業務について、業務処理手順を

見直し、2006年（平成18年）10月から外部委託を行う。 

 これにより、年間延べ約○○日分の業務処理時間に相当する業務処理

の簡素化を図ることが可能となる。 

 

(5) バックアップ・システムの整備 

 ○○○システムのバックアップ・システムを2007年度末（平成19年度

末）までに整備し、システムの運用の可用性を向上させる。 

 これにより、システムの稼働率を○○%から○○%に向上することが可

能となる。 
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(3) 最適化工程表 

 最適化の実施に当たっての具体的な工程を線表形式で記述する。 

 

（記述例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 現行体系及び将来体系 

 現行体系及び将来体系に係る政策・業務体系、データ体系、適用処理体系及

び技術体系の各標準記述様式を添付する（現行体系に係るデータ体系、適用処

理体系及び技術体系については省略可）。 

 

 

６．最適化の実施 
最適化計画に基づく最適化の実施に係るシステム設計・開発の調達については、

別添４「業務・システムの最適化の実施に伴う留意事項」を踏まえ行うものとす

る。 

３．最適化工程表 

 

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 

    

新システム運用 

▼ ××及び■■に係

る手続の廃止 

□□業務に係る府省

間手続のシステム化

バックアップ・シス

テムの整備 

システム開発 

▼ △△業務の外部委

託 
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別添１ 標準記述様式に関する記述要領 
 

標準記述様式に関する記述要領 

 

 本記述要領は、本ガイドラインにおいて導入する統一的な業務・システム管理手

法の標準記述様式に関する記述の要領を示すものである。 

 標準記述様式については、本記述要領に準拠し、業務・システムの形態、規模、

特性等に応じて作成するものとする。 

 各標準記述様式の将来体系は、最適化計画策定後のシステム設計・開発を通じて

生ずる変更等に基づき適宜更新し、次期業務・システムの運用段階において当該次

期業務・システムの現行体系となるものとして整備するものとする。 

 なお、標準記述様式のうち業務説明書、ソフトウェア構成図及びハードウェア構

成図は、現行体系のみを作成する。また、霞が関 WAN、府省内 LAN 等のネットワーク

のみを対象とする情報システムについては、業務説明書、ネットワーク構成図、ソ

フトウェア構成図及びハードウェア構成図を標準記述様式とし、その他の記述様式

については作成を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）標準記述様式は、最適化計画の策定その他業務・システムの管理の基盤となる資料であるこ

とから、これらの作成作業を外部に委託する場合は、契約書において、成果物に係る著作権が

国（発注者側）に帰属することを明確にすること。 

業務説明書 

機能情報関連図 

業務流れ図 

情報体系整理図 

実体関連図 

データ定義表 

情報システム関連図 

情報システム機能構成図

ネットワーク構成図 

ソフトウェア構成図 

ハードウェア構成図 

現行体系

 

機能情報関連図 

業務流れ図 

情報体系整理図 

実体関連図 

データ定義表 

情報システム関連図 

情報システム機能構成図

ネットワーク構成図 

 

 

将来体系 

政策・業務体系 

データ体系 

適用処理体系 

技術体系 
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１．業務説明書 
 

 業務説明書は、業務・システムの目的・機能、情報システムの管理・運用体制

を明らかにすることを目的とする記述様式である。 

 

※ 次期業務・システムの目的・機能（現行業務・システムとの変更等）については、最

適化計画の本文で明らかにされ、また、次期業務・システムで用いる情報システムの管

理・運用の体制は、最適化計画策定時において必ずしも定まるものではないことから、

最適化計画の策定段階において、将来体系の業務説明書の作成は必要としていない。次

期業務・システムの業務説明書は、当該次期業務・システムの運用段階において、当該

次期業務・システムの現行体系として整備する。 

 

《記述要領》 

 業務説明書には、次に掲げる事項を任意の様式で記述する。 

・ 目的・機能 

・ 管理・運用体制図 

 

① 目的・機能 

 最適化の対象とする当該業務・システムの目的及び機能を明確化し、各府省

における政策との関係を明らかにする。業務・システムの現状分析により、最

適化を図るべき対象の機能、業務処理等を追加する等、対象とする業務・シス

テムの範囲に変更が生じた場合は、その都度更新する。 

 

【例】目的・機能の記述例 

 ○○○業務は、各府省で実施する△△△及び×××に係る□□□申請等の処理、

△△料の徴収、××に係る監督、□□の管理、□×の障害防止、技術計算、統計

作成、電子情報提供等の△△△及び×××に係る業務であり、○○○システムに

より、これらに係る一連の事務を処理する。 

 

② 管理・運用体制図 

 業務・システムで用いる情報システムの管理・運用に係る現行の体制を図式

化する。運用する情報システムの責任の所在が曖昧にならないよう、役割分担、

担当職員の氏名等を記述する。人事異動等により体制に変更が生じた場合は、

その都度更新する。 

 なお、現行業務において情報システムを運用していない場合は、記述の必要

はない。 
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【例】管理・運用体制図の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報システム管理者

○○局△△課長

 ×× ×× 

総括担当 

課長補佐 

 ×× ×× 

開発企画担当 

開発企画係長 

 ×× ×× 

調達担当 

調達係長 

 ×× ×× 

運用統括担当 

課長補佐 

 ×× ×× 

調達担当 

調達係 

 ×× ×× 

データ整備担当 

整備係長 

 ×× ×× 

システム運用担当 

運用係長 

 ×× ×× 

システム運用担当 

整備係 

 ×× ×× 

データ整備担当 

整備係 

 ×× ×× 
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２．機能情報関連図（DFD：Data Flow Diagram） 

 

 機能情報関連図は、業務・システムの機能と情報の流れを明確化するためのも

ので、分析対象を同一の群（分類）（以下「機能群」という。）ごとに、業務・

システムの各機能について情報の発生源と到達点、処理、保管とそれらの間を流

れる情報を明確化することを目的とする記述様式である。 

 

《記述要領》 

① 機能の抽出 

 機能情報関連図の作成に当たっては、まず業務・システムの機能（目的に応

じて分化した業務・システム内の働き又は作用）を抽出することが必要となる。

人、組織、情報システム等の業務主体が実際に行う個々の処理は、機能を実現

するために実務上採られる具体的な措置（実務上の機能）である。機能抽出に

おいては、業務・システムの本来の目的・役割を実現するために必要な機能に

ついて、概念的範囲を的確に捉えることが必要であり、人、組織、情報システ

ム等及びこれらが実施する具体的な処理に捉われず、トップダウン的視点から

階層的に分析し、整理することが重要である。 

 

【機能階層のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機能の抽出を効果的に行うために、機能構成図（DMM：Diamond Mandala 

Matrix）を用いることが推奨される。 

 機能構成図は、３行３列の格子様式を用い、業務・システムの機能を階層的

に分析し、業務・システムの対象範囲を明らかする。 

 対象となる業務を格子様式の中央の升目（セル）に記載し、当該業務の機能

を８種類に大別し、他の升目に記載する。これを階層０の機能構成図という。 

 

 

業務・システムの目的・役割

機能階層 

※ 人、組織、情報システム等の業務

主体が行う個々の具体的な処理は、

機能を実務において具現化したもの

（実務上の機能） 

※ トップダウン的視点か

ら階層的に分析すること

により、業務・システム

の目的・役割を実現する

ための機能の概念的範囲

を的確に捉えることが可

能となる。 
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【例】階層０の機能構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機能構成図の各升目には、階層１の機能構成図との関係を把握しやすいよう

に 1 から 8 までの参照番号を付記する。参照番号は、左上隅の升目を 1 として、

時計回りに付記する。 

 

 次に、階層０の機能構成図の各升目（中央の升目を除く。）に記載された機

能について、それぞれ更に最大８種類の機能に細分化し、階層０の機能構成図

と同様の方法で、対象機能を中央の升目に、これを細分化した機能を他の升目

に記載する。これを階層１の機能構成図という。 

 

 

【例】階層０の機能構成図と階層１の機能構成図の関係 

 

  （階層０）                  （階層１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 階層１の機能構成図の中央の升目には、機能の細分化を行う階層０の機能構

成図に記載した機能及び参照番号を記載する。他の各升目には、細分化した機

能を左上隅の升目を起点として時計回りに記載し、各升目には、記載する順序

に合わせて、中央の升目に記載した参照番号の末尾に枝番号を加えた番号を付

記する（例：3-1、3-2 等）。 

 細分化する機能は最大８種類とし、これを上回る場合は、いくつかの機能を

まとめて８つの升目に収まるようにする。また、細分化する機能が８種類に及

ばない場合は、残りの升目を空白とする。 

 

 引き続き、階層１の機能構成図の各升目（中央の升目を除く。）に記載され

1

  文書受付
2

　文書作成
3

 決裁・供覧

8

 管理簿作成 文書管理

4

 施行・発送

7

 保存期間延長
6

  廃　 棄
5

  移　 管

3-1

   鑑作成
3-2

　起　 案
3-3

  決　 裁

3-8 3

 決裁・供覧
3-4

決裁文書件名

簿登録

3-7 3-6 3-5

  文書保存

1

  文書受付
2

　文書作成
3

 決裁・供覧

8

 管理簿作成 文書管理

4

 施行・発送

7

 保存期間延長
6

  廃　 棄
5

  移　 管
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た機能について、それぞれ更に最大８種類の機能に細分化し、上記と同様の方

法により、階層２の機能構成図を作成する。 

 このように、機能構成図を用いて機能の細分化を繰り返すことにより、業

務・システムの機能を階層的に抽出することができる。業務・システムが有す

る機能の数は、当該業務・システムの範囲等により異なり、階層の深さも異な

ってくるが、少なくとも階層２までの階層化を行う（対象となる業務・システ

ムについて、階層２の機能構成図を作成することにより、最大 512 種類の機能

を抽出することとなる。）。 

 

※ 階層２の機能構成図の中央の升目には、機能の細分化を行う階層１の機能構

成図に記載した機能及び参照番号を記載する。他の各升目には、細分化した機

能を左上隅の升目を起点として時計回りに記載し、各升目には、記載する順序

に合わせて、中央の升目に記載した参照番号の末尾に枝番号を加えた番号を付

記する（例：3-2-1、3-2-2 等）。 

 

② 機能情報関連図の作成 

 機能構成図等により階層的に抽出した業務・システムの機能について、各階

層の機能情報関連図を作成する。機能情報関連図では、業務・システムの機能

及び情報の関係を次の統一記述規則に掲げる記号を用いて記述する。機能構成

図と同様、各階層の機能情報関連図をそれぞれ階層０の機能情報関連図、階層

１の機能情報関連図、階層２の機能情報関連図という。 

 

【統一記述規則】 

記号 表記 説明 

機能 

(ファンクション) 

 

 

対象業務を処理する際の機能を楕円内に記

述する。 

 

 

外部環境 

(ターミネータ) 

 

 

対象業務・機能群から見た外部環境となる

他の業務・システム、人、組織等、情報の

発生源又は到達点を矩形内に記述する。 

 

滞留状態 

(データストア) 

 

滞留状態 

業務処理上情報が一時的に滞留することと

なる状況・状態（ファイル名等）を二本の

線の間に記述する。 

 

情報流通 

(データフロー) 

 

 

滞留状態から機能又は滞留状態への情報の

流れ及び機能又は滞留状態から外部環境へ

の情報の流れを矢印により示し、当該情報

を併記する。 

 

注１）他の記号を加える場合は、図面に当該記号に係る表記の凡例を記述する。 

注２）システム化する機能及び外部委託する機能について網掛けをする等し、システム

化する範囲及び外部委託する範囲を明確化する。 

機能 

外部環境 

情報 
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【例】機能、外部環境、滞留状態、情報流通 

「職員の福利厚生施設の申請が行われた場合、これを受け付け、利用ファイル

に利用情報が蓄積され、毎月１度、蓄積された利用ファイルの情報を基に福利厚

生施設を利用した職員の給与から当該施設の利用料を天引きして給与を支払う」

処理 

 

 

 

 

 

 

※ 福利厚生施設の利用申請者である「職員」及び給与支払い先の「職員」は、

当該業務の「外部環境」に該当し、利用申請の「受付」及び「給与支払」は当

該業務の「機能」に該当する。また、受付後に利用情報が蓄積される「利用フ

ァイル」は「滞留状態」に該当する。「外部環境」の職員の施設利用申請によ

り受付機能に提供される「申請情報」、受付後に利用ファイルに蓄積される

「利用情報」、毎月１回の給与支払い時に利用ファイルから提供される給与の

「天引情報」及び給与支払い時に職員に提供する「給与明細」は、「情報流

通」に該当する。 

 

 機能は、外部環境、滞留状態又は対象業務内の他の機能から情報を受けて起

動する。機能が起動する要因となる事象を起因事象（イベント）といい、起因

事象の発生により機能に流れる情報を起因事象情報（イベント情報）という。

機能の起動自体も次の機能を起動する要因となり得るため、起因事象としての

性格も有する。起因事象なしに機能が起動することはないものの、機能を適切

に起動するに当たって、外部環境若しくは滞留状態の情報又は他の機能から出

力された情報を参照する場合がある。このため、機能が受け入れる情報には、

必ず起因事象によるものが含まれているが、そのすべてが起因事象によるもの

ではない。 

 また、起因事象により起動した機能は、必ずその結果となる情報を外部環境、

滞留状態又は他の機能に引き渡すこととなる。したがって、情報を出力しない

機能は存在しない。 

 

【例】存在しない機能の例 

ア 起因事象なしに起動する機能 

 機能は、外部環境、滞留状態又は他の機能にお

いて発生する起因事象に応じて起動するため、起

因事象なしに起動する情報提供のみを行う機能は

存在しない。 

 

イ 情報を出力しない機能 

 機能は、起動後、その結果となる情報を外部環

境、滞留状態又は他の機能に引き渡すこととなる

ので、情報を引き受けるのみの情報を出力しない

職員 受付 給与支払 職員

利用ファイル

申請情報 給与明細 
天引情報利用情報

… … 

… 

… 

… 

… 
… … 
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機能は存在しない。 

 

 

【例】他の機能群を構成する機能へ出力する情報 

 機能群Ａを構成する機能ａの処理が機能群Ｂを構成する機能ｂの起因事象とな

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 機能ａにとって機能群Ｂは外部環境であるため、起因事象による機能ａからの

情報の出力先として、Ｂを名称とする外部環境を記述する。また、機能ｂにとっ

て機能群Ａは外部環境であるため、起因事象による機能ｂへの情報の出力元とし

て、Ａを名称とする外部環境を記述する。このように、他の機能群を構成する機

能へ情報を出力する場合又は他の機能群を構成する機能から情報を受ける場合は、

外部環境の記号を介在させた記述を行う（異なる機能群間の機能を直接接続する

記述はしない。）。 

 

 起因事象には、外部起因事象（外部イベント）と時間起因事象（タイムイベ

ント）があり、対象業務の外部環境が起こした起因事象又は対象業務の他の機

能の起動により発生する起因事象を外部起因事象、一定の時間の経過又は所与

の日時の到来を起因事象として滞留状態が解除されるものを時間起因事象とい

う。時間起因事象は、業務処理を滞留させる要因の一つであり、業務処理過程

に存在する時間起因事象の発生頻度は、業務全体の処理速度と関係することと

なる。 

 

【例】外部起因事象と時間起因事象 

「職員の福利厚生施設の申請が行われた場合、これを受け付け、利用ファイル

に利用情報が蓄積し、毎月１度、蓄積された利用ファイルの情報を基に福利厚生

施設を利用した職員の給与から当該施設の利用料を天引きして給与を支払う」処

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「受付」処理を発生させる外部環境である職員の申請行為は、外部起因事象。

職員 受付 給与支払 職員

利用ファイル

申請情報 給与明細 
天引情報利用情報

外部起因事象 時間起因事象 

ａ 

ｂ 
Ｂ

Ａ

機能群Ａ 

機能群Ｂ 
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滞留状態である利用ファイルから給与支払に応じて天引情報を提供する毎月１

度の定期日の到来は、時間起因事象。 

 

 滞留状態は、機能の起動による成果（情報）が一時的に滞留している状況・

状態であり、当該滞留している情報は、時間起因事象により他の機能に引き渡

されるほか、他の機能の起動に当たっての参照情報として利用されることがあ

る。ただし、起因事象を発生せず、参照情報の提供のみを行うことはない。業

務処理が行われる場合、各種機能を稼働する際に共通の参照情報としてマスタ

又は台帳と呼ばれるデータベースが活用されることがあるが、機能からの情報

を受けないマスタ若しくは台帳又は時間起因事象が発生しないマスタ若しくは

台帳は、滞留状態に該当しない。 

 

【例】存在しない滞留状態の例（機能からの情報を受けない滞留状態） 

 滞留状態は、機能の起動により出力される情報が

一時的に滞留している状況・状態であり、機能から

の情報を受けない滞留状態は存在しない。 

 

③ 業務処理の組替え 

 業務・システムについて初めて機能情報関連図を作成する場合、各階層に分

解される機能及び機能群が、情報工学的観点において必ずしも最適な構成とな

るとは限らない。このため、作成した機能情報関連図について、機能の組替え

を行い、各階層を構成する機能及び機能群を再構成する。 

 再構成に当たっては、まず機能、外部環境又は滞留状態から発生し、複数の

機能の間を流れる情報の流れを確認する。 

 

【例】情報の流れの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 情報流通で示す矢印の向きに情報の流れを確認する。情報の流れが外部環境
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を媒介に複数の機能群に分かれる場合は、関係する外部環境を接続し、業務処

理に係る一連の情報の流れを確認する。 

 

 各業務処理における情報の流れには、①手続等の主要な情報の流れ、②例外

的な処理に係る情報の流れ、③情報共有・参照に係る情報の流れの３種類に大

別される。このうち、主要な情報の流れに着目し、複数の業務処理を一連の流

れとしてつなぎ、各業務処理の機能が同一の機能群に位置するよう業務処理の

組替えを行う。その際、組み替えた機能について、これを構成する下位の機能

を抽象化し、新たな名称を付与する。 

 なお、機能情報関連図全体の整合性を確保しつつ、効率的に業務処理の組替

えを行うため、階層１の機能情報関連図において主要な情報の流れの所在を確

認の上、大まかな機能群の再構成を検討し、その結果を踏まえ、階層２の機能

情報関連図において業務処理の組替えを行い、階層０から階層２までの機能情

報関連図を整合的に再構成する。 

 

【例】業務処理の組替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業務処理における情報の流れのうち、主要な情報の流れを中心とした業務処

理の組替えを行う。再構成された機能群（上位の階層の機能）に当該機能群を

構成する機能を抽象化した名前を付与する。 

 

 業務処理の組替えは、業務処理自体を変更するものではない（将来体系を表

すものではない）が、組み替えた結果、機能構成として正規化され、機能情報
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関連図として望ましい状態となっており、情報システムを導入する際の基本的

な整理図となる。他方、既存の情報システムにおいては、機能と情報の関係に

ついて正規化された視点から設計されていない場合があるため、現行体系の機

能情報関連図を具体化したものとなっておらず、非効率なプログラム等が存在

している場合がある。これらの非効率なプログラム等の存在は、現行体系及び

将来体系の標準記述様式で明示されるものではないため、次期情報システムの

設計・開発段階では、現行体系と将来体系の変更点のみならず、機能情報関連

図を具現化したものとなるよう留意することが必要である。 
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３．業務流れ図（WFA：Work Flow Architecture） 

 

 業務流れ図は、業務処理過程に関係する機能及び情報に関し、機能を実施する

人、組織、情報システム等の業務主体、順序並びに当該業務主体及び順序におい

てやり取りされる情報及び成果物を明確化することを目的とする記述様式である。 

 業務流れ図は、業務・システムについて、トップダウン的視点から機能の概念

的範囲を捕捉・整理することを目的として主に上層の機能階層に分析的視点を置

く機能情報関連図と異なり、具体的な業務処理の実際を把握することを目的とし

て実務上の機能に分析的視点を置いている。また、具体的な業務処理の実際を把

握することを目的としているため、機能情報関連図と異なり、人、組織、情報シ

ステム等の業務主体及び処理の順序並びにそこで扱われる情報（ヒト、モノ、カ

ネ）を重要な分析対象としている。 

 

【機能情報関連図と業務流れ図の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《記述要領》 

 機能情報関連図により抽出した業務・システムの機能及び一連の複数の機能を

稼動させている業務処理について、人、組織、情報システム等の業務処理を行う

業務主体を図面の上部又は左部に記述し、次の統一記述規則に基づく業務処理を

各主体の位置に処理の順序に応じて記述する。 

 

【統一記述規則】 

記号 表記 説明 

手作業 

 

 

 

手作業によって行われる処理を示す。処理

内容を記号内又は記号の近傍に簡潔に記述

する。 

 

業務・システムの目的・役割

機能階層 機能情報関連図の分析的視

点が主に置かれる機能階層 

業務流れ図の分析的視点が

置かれる実務上の機能（具

体的な業務処理） 
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確認 

 

 

 

コンピュータを用いず、目視等により物理

的に行われる確認、チェック等の処理を示

す。処理内容を記号の近傍に簡潔に記述す

る。 

保管 

 

 

 

コンピュータを用いず、物理的に行われる

保管処理。処理内容を記号内又は記号の近

傍に簡潔に記述する。 

 

コンピュータ処

理 

 

 

 

コンピュータで行われる演算等の処理。処

理内容を記号内又は記号の近傍に簡潔に記

述する。 

 

コンピュータ画

面 

 

 

 

コンピュータ画面上で行われる操作。操作

内容を記号内又は記号の近傍に簡潔に記述

する。 

 

帳票 

 

 

 

コンピュータ又は手作業により作成される

帳票。帳票の名称を記号内又は記号の近傍

に記述する。 

 

コンピュータ・

ファイル 

 

 

 

コンピュータ上のデータ保管ファイル。フ

ァイル名、データベース名を記号内又は記

号の近傍に記述する。 

 

端子 

 

 

 

業務流れ図が複数枚に及ぶ場合に各図面間

を結ぶために利用。任意の文字を記号内に

記述し、複数の図面に分かれる業務処理の

連続性を明確化する。 

注１）他の記号を加える場合は、図面に当該記号に係る表記の凡例を記述する。 

注２）決裁処理等同一組織内で同一の処理が複数回繰り返される場合、時間起因事象が

発生する場合等がある際は、図面に回数、時間その他の注釈を適宜記述する。 

 

 

 同一の業務主体による業務処理が連続するときは、業務主体を図面上部に記述

した場合は図面の上から下に、図面左部に記述した場合は図面の左から右に、処

理の順序に応じて各業務処理を矢印でつないで記述する。 

 業務処理が業務主体間で連続するときは、業務主体を図面上部に記述した場合

は水平に、図面左部に記述した場合は垂直に、処理の順序に応じて各業務処理を

矢印でつないで記述する。 

 なお、業務流れ図が、複数枚の図面に分かれる場合や他の図面の業務処理に連

続するときは、端子記号を用いて業務処理の連続性を明確化する。 
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【例】業務主体の記述 

 
主管課 

職員 
庶務係 文書管理者 

総務課文書係 文書管理ｼｽﾃﾑ 

     

 

※ 図面上部に業務主体を記述する場合、図面の上から下に処理の順序に応じて各

業務処理を矢印でつないで記述する。業務処理が業務主体間で連続するときは、

処理の順序に応じて各業務処理を水平に矢印でつないで記述する。 

 

 

【例】端子の利用 

 
主管課 

職員 
庶務係 文書管理者 

総務課文書係 文書管理ｼｽﾃﾑ 

     

 

 

 

 
総務課 

文書管理者 
文書係 主任文書管理者 

官房総務課 
行政文書ファイル

管理システム 

     

 

※ 業務流れ図が、複数枚の図面に分かれる場合や他の図面の業務処理に連続する

ときは、端子記号を用いて業務処理の連続性を明確化する。 

 

 

 

文書登録 承認 承認 承認 
文書ＤＢ

管理簿作成 

管理簿 入力 管理簿ＤＢ

チェック 

Ａ 

Ａ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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４．情報体系整理図（UML Class Diagram） 

 

 情報体系整理図は、業務処理で取り扱う対象となる情報について、各情報間の

関連及び構造を明確化するため、業務・システムにおけるエンティティ（業務処

理の対象となる物理的存在、概念、事象に係る情報。以下「対象情報」とい

う。）間の関係を明らかにすることを目的とする記述様式である。 

 情報体系整理図は、既存の情報システム内の実際のデータ構造等の現状を明ら

かにすることを目的とするものではなく、情報システムで捕捉する範囲を含めて

業務・システム全体で取り扱う対象情報について、情報システムにおける物理的

な設計とは無関係に、概念的な論理モデルとして整理するものである。 

 したがって、情報システムで捕捉する範囲についても、実際に運用されている

情報システム内部のテーブル構造の実態とは異なる場合がある。 

 

《記述要領》 

① 情報抽出・抽象化 

 情報体系整理図の作成に当たっては、業務・システムにおける対象情報を把

握するため、まず業務・システムにおいて必要となるデータについて、実際の

業務処理を行う主体、利用する伝票・帳票、稼働している情報システムのコン

ピュータ入出力画面、参照する情報等から抽出し、共通・類似の性格を有する

ものをまとめ、共通の概念に抽象化することが必要となる。これを効果的に行

うため、情報抽象化表（DAM：Data Abstraction Matrix）を作成することが推

奨される。 

 

【情報体系整理図の作成に当たっての情報の分析・整理イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報抽象化表では、列方向に情報抽出を行う伝票・帳票等の名称、行方向に

業務・システムの目的・役割

※ 実際の業務処理で必要と

なるデータを基に、ボトム

アップ的視点から必要情報

の抽象化を行い、当該業

務・システムにおける対象

情報を分析・整理する。 
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当該伝票・帳票等で用いられるデータ項目の名称を「ヒト」、「モノ」、「カ

ネ」、「イベント」等に分類の上記入し、各データ項目を抽象化した名称を記

入する。 

 

【例】情報抽象化表の様式例 

 
伝票・帳票等

ヒト

モノ

カネ

イベント

抽象化項目

 

 

 以下は、「ヒト」、「モノ」、「カネ」及び「イベント」の分類による情報

抽象化表の作成手順の例を示すものである。 

 

ア データ項目の抽出 

 実際の業務処理を行う主体、利用する伝票・帳票、稼働している情報シス

テムのコンピュータ入出力画面、参照する情報等から対象とする業務・シス

テムにおいて必要となるデータ項目を抽出する。ここで抽出するのは伝票・

帳票等で用いられるデータの項目であり、データの値・内容ではない。例え

ば、「申請書」において「申請者氏名」という記載欄があった場合、データ

項目は「申請者氏名」であり、「山田太郎」等の当該欄に具体的に記載され

る内容ではない。 

 

イ データ項目の分類 

 抽出したデータ項目を「ヒト」、「モノ」、「カネ」及び「イベント」に

分類する。 

 分類「ヒト」は、「申請者氏名」、「物品管理官氏名」、「部局課室名」、

「業者名」等の人物、役職・官職、組織・団体等に係るデータ項目が該当する。 

 分類「モノ」は、「購入物品」、「利用サービス」等の物品・サービスに

係るデータ項目が該当する。 

 分類「カネ」は、「支出科目」、「予算」、「購入金額」等の金銭に係る

データ項目が該当する。 

 分類「イベント」は、「申請年月日」、「購入数量」等の業務処理上で発

生する起因事象に関係するデータ項目が該当する。 
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【例】「ヒト」の分類例（情報抽象化表の記入例） 

 
伝票・帳

物品要求書 ＤＰＥ発注要求書 見積依頼書
ヒト

物品管理者名
官職名（物品管理官）
要求元部局名
要求元課室名
物品供用官名
官職名（物品供用官）
要求元担当者氏名
要求元担当者内線番号

物品管理者氏名
官職名（物品管理官）
物品供用官氏名
官職名（物品供用官）
要求元担当者氏名
要求元担者内線番号

見積依頼先社名
見積依頼元部局名

抽象化項目

 
 

 

ウ データ項目の抽象化 

 「ヒト」、「モノ」、「カネ」及び「イベント」に分類したデータ項目に

ついて、情報としての性格が共通・類似するデータ項目を近接する行に集め、

同一の内容を有するデータ項目を同一の行に配置換えを行う。 

 共通・類似のデータ項目を「職員」、「事業者」、「物品」、「申請」等

の業務処理の主体、対象、機能等となる共通の情報に抽象化し、また、その

内訳（属性）となる抽象化した情報と合わせて情報抽象化表の抽象化項目に

記入する。この抽象化項目が、情報体系整理図において論理モデルとして整

理する対象の「対象情報」となる。 

 

【例】抽象化項目の記載例 

 
伝票・帳

物品要求書 ＤＰＥ発注要求書 見積依頼書
ヒト
職員 氏名 物品管理者名 物品管理者氏名

物品供用官名 物品供用官氏名
要求元担当者名 要求元担当者氏名

官職 官職名（物品管理官） 官職名（物品管理官）
官職名（物品供用官） 官職名（物品供用官）

内線番号 要求元担当者内線番号
内部組織 部局 要求元部局名 見積依頼元部局名

課室 要求元課室名

係

組織コード
業者 社名 見積依頼先社名

氏名

住所

抽象化項目
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② 情報体系整理図の作成 

 情報抽象化表で整理した対象情報を基に情報体系整理図を作成する。 

 情報体系整理図は、標準化されたオブジェクト指向分析・設計のための統一

モデリング言語であるUML（Unified Modeling Language）の記法を用いた次の

統一記述規則に掲げる記号を用いて記述する。 

 なお、情報体系整理図では、情報抽象化表で整理した対象情報をUMLのクラス

図で用いる集合体（クラス）として扱う。また、UMLでは、統一記述規則に掲げ

る記号以外の記号が存在するが、情報体系整理図は、業務・システムにおける

対象情報を概念的な論理モデルとして整理するものであり、具体的な論理的デ

ータ構造を詳細に設計することを目的とするものではないため（具体的な論理

的データ構造は、実際に整備される情報システムの範囲を対象として作成され

るデータ体系の実体関連図において明らかにする。）、これに必要となる他の

UMLの記号については統一記述規則に含めていない。 

 

【統一記述規則】 

記号 表記 説明 

集合体 

(クラス) 

 対象に係る共通の特徴を有する集合体を

示す。情報体系整理図では対象情報を集

合体として扱い、集合体（クラス）の名

称を矩形内又は矩形の近傍に記述する。

抽象化された集合体については、集合体

の名称を斜体字で記述する。 

抽象化 

 複数のクラスを抽象化し、上位の集合体

とすることを示す。抽象化された集合体

を「上位集合体」（スーパークラス）、

元の集合体を「下位集合体」（サブクラ

ス）と呼び、下位集合体から上位集合体

に向かって集合体間を矢印で結ぶ。 

関連 

(リレーションシップ) 

 集合体が関連していることを示し、関連

集合体間を実線で結ぶ。 

 

注１）他の記号を加える場合は、図面に当該記号に係る表記の凡例を記述する。 

注２）情報システムで対象とする集合体については網掛けをする等し、情報システムで

捕捉する範囲を明確にする。 

 

 

 

 

 

集合体名 

(クラス名)
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【例】情報体系整理図の記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 物品調達、役務調達及び公共事業調達の集合体を抽象化し、これらを抽象化し

た調達の集合体と調達組織及び入札事業者の集合体に関連があることを示してい

る。 

 

 

 情報体系整理図では、対象情報を業務資源対象情報と業務活動対象情報に大

別して考えることができ、また、業務資源対象情報は、「ヒト」、「モノ」、

「カネ」の３種類に分類できる。 

 業務資源対象情報は、業務を遂行する資源としての対象情報であり、情報抽

象化表で整理した「ヒト」、「モノ」、「カネ」の対象情報が該当する。業務

資源対象情報は、固定的かつ永続的に保持される傾向があり、通常、情報シス

テムにおいてはマスタと呼ばれるファイルとして実装される。 

 他方、業務活動対象情報は、業務処理の機能を起動させる事象に係る対象情

報であり、情報抽象化表で整理した「イベント」の対象情報が該当する。業務

活動対象情報は、通常、情報システムにおいてはトランザクションファイルと

して実装される。 

 業務・システムは、業務資源としての「ヒト」、「モノ」、「カネ」の対象

情報が相互に関係し、業務活動として機能していることから、情報体系整理図

の各対象情報は、次のように模式化できる。 

 

【情報体系整理図の各対象情報の模式図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達組織 調達 入札事業者 

物品調達 役務調達 公共事業調達 

業務資源 

業務活動 

モノカネ ヒト

業務資源 

業務活動 

ｲﾍﾞﾝﾄ ｲﾍﾞﾝﾄ ｲﾍﾞﾝﾄ

集合体 

<下位集合体>

集合体 

<上位集合体> 

関連 抽象化 

業務・システム

模式化 

模式化 

情報体系整理図
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５．実体関連図（ERD：Entity Relationship Diagram） 

 

 実体関連図は、業務・システムで用いる情報システムの論理的データ構造を明

らかにすることを目的とする記述様式であり、政策・業務体系の情報体系整理図

とは異なり、現状及び将来における情報システムの実態を反映する。 

 

《記述要領》 

 現行体系については、業務・システムで用いている現行の情報システムの論理

的データ構造を次の統一記述規則に基づき記述する。 

 将来体系については、情報体系整理図その他の政策・業務体系の将来体系を基

に、次期情報システムの論理的データ構造を次の統一記述規則に基づき記述する。 

 なお、実体関連図は、データの実装形態をリレーショナル・データベース

（RDBMS）とする場合に適した記述様式であり、リレーショナル・データベース以

外の場合は、UMLその他の記述様式で代替することができるものとする。ただし、

リレーショナル・データベースを用いないホストコンピュータ（汎用機、メイン

フレーム）は、本記述様式の作成を要しないものとする。 

 

【統一記述規則】 

記号 表記 説明 

対象情報 

(エンティティ) 

 

 

 

又は 
対象情報名 

 

 

 

業務処理の対象となる物理的存在、概

念、事象に係る情報を示し、その名称

を矩形内又は矩形外上部に記述する。 

対象情報の独立性・従属性を明確にす

る際の従属対象情報等、矩形を角丸矩

形      で表記することも可。 

属性 

(アトリビュート) 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は 

 

 

 

 

 

 

対象情報の属性（データ項目）を示

し、対象情報を示す矩形内に記述す

る。 

属性のうち実データを識別できる属性

（以下「キー属性」という。）につい

ては、当該属性名に下線を引くこと、

又は矩形内をキー属性とそれ以外に区

分けすることが推奨される。 

 

 

 

 
  又は 

 

 

 

 

 

対象情報名 

 

属性 

対象情報名 

属性 

対象情報名 

キー属性 

他の属性 

キー属性 

他の属性 

対象情報名 

対象情報名 
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関連 

(リレーションシッ

プ) 

 

 

 

 

関連の依存・非依

存を明確にする場

合の非依存関連 

 

 

対象情報間の関連を示し、実線で記述

する。ただし、関連の依存・非依存を

明確にする場合は、非依存関連を破線

で記述する。なお、関連には、対象情

報のインスタンス（実データ）間の関

係を示す記号（多重度）を、関連の両

端に付与する。 

 

 相手側対象情報のインスタンス（実デ

ータ）に対応するインスタンス（実デ

ータ）の数（以下単に「対応インスタ

ンス数」という。）が１であることを

示す（記号を記述しない。）。 

 対応インスタンス数が０、１又は複数

であることを示す。 

 

 

 対応インスタンス数が１又は複数であ

ることを示す。 

 

 

 対応インスタンス数が０又は１である

ことを示す。 

 

 

 対応インスタンス数が定数（Ｎは定

数）であることを示す。 

 

 

多重度 

(カーディナリティ) 

 関連が必須ではなく、オプション（選

択的）であることを示す。非依存関連

に限られる。 

 

抽象化 

 

 

 

サブタイプの確

定・非確定を明確

にする場合の確定

型 

 

対象情報間に抽象化の関係が存在して

いる場合を示し、円（抽象化記号とい

う。）の下に実線（一本線）を記述す

る。抽象化された親対象情報を「上位

対象情報」（スーパータイプ）とい

い、子対象情報を「下位対象情報」

（サブタイプ）という。 

下位対象情報の確定・非確定を明確に

する場合、抽象化記号の下の実線を二

重線にする。 

 

 

P

Z

N
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注１）多重度については、次のとおり J.マーチン法（IE 法）に基づくことも可（上記多

重度表記は、IDEF1X を基礎としている）。ただし、J.マーチン法は関連の依存・非

依存の関係が不明確であり、上記表記法に基づくことが推奨される。 

対応インスタンス数が１の場合 

 

 

 

対応インスタンス数が１又は複数の場

合 

 

 

 

対応インスタンス数が０、１又は複数

の場合 

 

 

 

対応インスタンス数が０又は１の場合

 

 

 

 

注２）他の記号を加える場合は、図面に当該記号に係る表記の凡例を記述する。 

 

 

【例】関連及び多重度の例 

① １対０、１又は複数の例 

「職員と扶養親族の関係」 

 

 

 

 

※ 各職員には扶養する扶養親族がある場合があるが、必ずしも職員全員に扶

養親族がいるわけではない。 

 

② １対１又は複数の例 

「申請書と申請者の関係」 

 

 

 

 

※ 各申請書には、必ず申請者が存在し、かつ複数の申請者の連名による申請

があり得るが、申請者が存在しない申請書はない。 

 

③ １対０又は１の例 

「試験申込者と合格者の関係」 

 

 

 

 

※ 試験申込者から合格者が決定するが、必ずしも試験申込者全員が合格者で

あるとは限らない。 

 

④ １対Ｎ（Ｎは定数） 

「野球チームと先発選手の関係」 

 

職員 扶養親族
扶養する 

存在する 
申請者 

P
申請書 

合格する 
合格者 

Z
試験申込者
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※ 野球チームには必ず９人の先発選手がいる。 

 

 対象情報間の関係は、本来、多対多（「多」には０、１を含む。）の関係があ

り得るが、実際のデータモデル設計を行う際には、このような多対多の関連を２

つの対象情報間をつなぐ関連付け対象情報を用いて排除し、１対多の正規化され

た関連ですべての対象情報間の関係を表現する。 

 

【例】多対多の関連と関連付け対象情報の例 

「複数の職員が複数の講座を受講する研修」 

 

① １人の職員が複数の講座を受講する関係 

 

 

 

 

② １つの講座が複数の職員に受講される関係 

 

 

 

 

 したがって、複数の職員が複数の講座を受講する多対多の関係は、次のように

記述される。 

 

 

 

 

 このような対象情報間の多対多の関連は、次のように関連付け対象情報「各職

員が受講する講座」を用いて、１対多の正規化された関連で表現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １対多の相対関係で表現される対象情報間の関連において、「１」側の対象情

報を「親対象情報」（親エンティティ）、「多」側の対象情報を「子対象情報」

（子エンティティ）という。関連には依存、非依存の２種類があり、親対象情報

から移行されたキーが子対象情報の独自性を形成する場合、当該関連を「依存関

連」（依存リレーションシップ）という。他方、親対象情報から移行されたキー

先発する 
先発選手

9
野球チーム

職員 講座 
受講する 

職員 講座 
受講される 

職員 講座 
受講する／される

職員 講座 

各職員が受講する講座 
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が子対象情報の独自性を形成しない場合、当該関連を「非依存関連」（非依存リ

レーションシップ）という。なお、対象情報の親子間の関連の整合性を参照整合

性という。 

 

【例】依存関連と非依存関連の例 

「職員が複数の講座がある研修の受講予約」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受講予約の値・内容を各講座の申込番号で識別するものとすると、講座ごと

に同一の申込番号が存在し、すなわち、同一の申込番号を有する職員は、講座

番号ごとに変わるので、職員が受講予約のキーを構成することはない。したが

って、「職員」対象情報と「受講予約」対象情報の間の関連は、非依存関連で

ある。他方、研修「対象情報」と受講予約「対象情報」の間は、講座が受講予

約の独自性を形成するため、依存関連である。 

 なお、関連の依存・非依存を区別する場合は、関連に係る表記方法が異なる

こととなる。ただし、関連の依存・非依存の区別は任意であり、関連の表記は、

情報システムの実情に応じて柔軟に対応する。 

 

 

【対象情報の独立性・従属性】 

 情報システムのデータ構造において、対象情報を識別する上で他の対象情報に

依存しないものを独立対象情報といい、他の対象情報に依存するものを従属対象

情報という。 

 なお、対象情報の独立性・従属性を区別する場合は、対象情報に係る表記方法

が異なることとなる。ただし、対象情報の独立性・従属性の区別は任意であり、

対象情報の表記は、情報システムの実情に応じて柔軟に対応する。 

 

 

 複数の独立した対象情報間には、いくつか類似点がある場合があり、複数の対

象情報に共通する属性を抽象化し、上位対象情報に集約する場合がある。 

 

【例】上位対象情報・下位対象情報の例 

組織と関係を有する物品調達、役務調達及び公共事業調達を抽象化し、組織と

調達の関係に簡素化する例 

職員番号 

 

職員 

申込番号 

講座番号 

職員番号 

受講予約 

講座番号 

 

研修 

予約する 予約される 
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 上位対象情報及び下位対象情報の対象情報間における抽象化の関係において、

下位対象情報のそれぞれが排他的な場合と共存的な場合がある。また、上位対象

情報を構成する集合として捉えた場合、集合が確定する場合と確定しない場合が

ある。 

 

【例】上位対象情報・下位対象情報の確定・非確定の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員番号 

職員氏名 

職員種別 

職員性別 

職員 

職員番号 

 

男子職員 

職員番号 

 

女子職員 

職員番号 

 

一般職員 

職員番号 

 

非常勤職員 

職員性別 職員種別 

組織 

物品調達 役務調達 公共事業調達

調達 

物品調達 役務調達 公共事業調達

組織 

抽象化 

調達区分 
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※ 「職員」の対象情報を「職員性別」によって継承する「男子職員」及び「女

子職員」の下位対象情報は、性別が男女以外に存在しておらず、上位対象情報

を構成する集合として確定していることを示している。他方、「職員種別」に

よって継承する「一般職員」及び「非常勤職員」の対象情報は、他に対象情報

が発生する可能性を示唆し、集合として確定していないことを示している（例

えば特別職の職員等の下位対象情報が追加される可能性がある。）。なお、確

定・非確定は論理モデル上での概念であり、物理的設計において制約を受ける

ものではない。したがって、論理設計を行う上でも確定・非確定を明確にする

ことは論ぜず、非確定のみの表記法で記述することで構わない。 

 

 

 実体関連図は、業務・システムに導入する情報システムの論理的データ構造の

実態を示すものであり、実際の情報システムの状況と関係なく論理的に整理され

る政策・業務体系の情報体系整理図とは異なる性格を有することに留意する。 

 したがって、特に現行体系において、情報体系整理図と実体関連図は、必ずし

も整合的ではない。 

 他方、業務・システムの最適化を図る上では、在るべき論理的データ構造を物

理的なデータ設計に可能な限り反映させることが必要であり、将来体系について

は、情報体系整理図を基に、これと整合性のある実体関連図を作成する。 

 なお、理想的な論理データ構造への最適化を図る場合は、物理的なシステムに

おける対象情報間の関係を簡素化し、データを円滑に流通させることが肝要であ

る。このため、複数の対象情報に共通する属性が多数存在し、対象情報が共通す

る関連を共有する場合は、これらを抽象化することが重要となる。この場合、実

体関連図の記述においては、抽象化の対象となる対象情報の共通する属性を上位

対象情報に移動させ、各対象情報に特有の属性を、下位対象情報に存置させる。 
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６．データ定義表 

 

 データ定義表は、実体関連図に示すすべての対象情報及びその属性となるデー

タ項目を定義し、情報システムの物理的データ構造を明らかにすることを目的と

する記述様式であり、実体関連図と同様、現状及び将来における情報システムの

実態を反映する。 

 

《記述要領》 

 業務・システムで用いる情報システムの物理的データ構造を明らかにすること

を目的として、次に掲げる項目その他の物理的データ設計に必要な事項を任意の

様式で記述する。なお、論理的データ構造（実体関連図）における対象情報は、

物理的データ構造ではテーブル（表）として扱う。 

 

＜テーブル（表）に関する項目＞ 

項目 説明 

テーブル（表）の名称 論理的なテーブル（表）名及び物理的なテーブル（表）

名。テーブル（表）は、論理的データ構造の対象情報に

該当。 

テーブル（表）の種類 マスタ、トランザクション等のテーブル（表）の種類 

テーブル（表）の説明 テーブル（表）の管理目的、用途等の説明 

データの量 テーブル（表）に格納されるデータ量 

 

＜データ項目に関する項目＞ 

項目 説明 

データ項目の名称 テーブル（表）を構成するデータ項目の論理的な名称及

び物理的な名称 

データ型 データ項目の文字型、日付型等のデータの型 

桁数 データ項目の桁数 

データ項目の説明 データ項目の管理目的、用途等の説明 

列制約 必須・任意の別、Null値の許容等の制約 

主キー 主キー項目である場合に記入 

注）データの値としてコード（符号）を用いる場合は、コード定義表を別に作成する等し、

コードの定義を明らかにする。 

 

 なお、データの実装形態がXMLの場合は、文書型定義(DTD)、XMLスキーマ等によ

り、リレーショナル・データベースを用いないホストコンピュータ（汎用機、メ

インフレーム）の場合は、ファイルレイアウト等により、データ定義を行う。 
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【例】ホストコンピュータの場合のファイルレイアウトの例 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

処理年月日 品名コード 部門コード

単価 数量 金額

前月繰越 当月受入

単価 数量 金額

X(8） X(6) 9(6)
S9(9)
COMP-3

S9(9)
COMP-3

S9(9)
COMP-3

S9(9)
COMP-3

S9(9)
COMP-3

S9(9)
COMP-3

ファイル名称
種類
説明

在庫マスタ
マスタ
物品の在庫及び受払に関するマスタファイル

ファイルID
レコード長

BKZIKOM
128byte

作成日
ファイル容量

2004/10/1
2500kbyte
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７．情報システム関連図 

 

 情報システム関連図は、業務・システムの処理過程で利用される情報システム

間でやり取りされる情報の種類及び方向を明確化することを目的とする記述様式

である。 

 

《記述要領》 

 業務・システムを処理するための情報システムの間でやり取りされる情報及び

当該情報システムが処理の過程で他の業務・システムの情報システムとやり取り

される情報並びにこれらの情報の方向について記述する。 

 

【記号】 

記号 表記 説明 

情報システム 

 業務・システムを処理するための情報シ

ステム及び当該業務・システムと情報の

やり取りを行う他の業務・システムの情

報システムを示し、矩形内に情報システ

ムの名称を記述する。 

情報 

 情報システム間でやり取りされる情報の

流れを矢印により示し、当該情報を併記

する。 

 

 

【例】総合的な文書管理システムの記述例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報ｼｽﾃﾑ名

決裁文書件名登

録システム 

文書管理システ

ム 

決裁・供覧シス

テム 

文書受付システ

ム 

電子文書交換支

援システム 

電子申請・届出

システム 

省庁間電子文書

交換システム 

クリアリングシ

ステム 

行政文書ファイ

ル管理システム

閲覧目録システ

ム 

送信文書 

受信文書 

送受信文書 

文書受付情報 

文書受付 

情報 

送受信文書 

決裁文書 

決裁文書

情報 

閲覧目録情報

閲覧目録 

行政文書ファイル管理簿 

総合クリアリン

グシステム 
閲覧目録 

総合行政文書フ

ァイル管理シス

テム 

申請・届出情報 
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※ 総合的な文書管理システムを構成する情報システムとして、文書管理シス

テム、決裁・供覧システム、閲覧目録システム、文書受付システム、決裁文

書件名登録システム、電子文書交換支援システムの７システムが存在し、情

報システム間で情報をやり取りするとともに、省庁間電子文書交換システム、

電子申請・届出システム、行政文書ファイル、総合行政文書ファイル管理シ

ステム、クリアリングシステム、総合クリアリングシステムの外部システム

とも連携し、情報のやり取りを行っている状況を示している。 

 

 

 本図でいう情報システムは、複数の処理機能（データ登録、削除、移動、検索

等）によって組み合わせられ、単独で自律的に存在し得る論理的なアプリケーシ

ョン又はデータベースの概念であり、物理的に実装するハードウェア、ソフトウ

ェア等の構成に依存しない。 

 

【例】情報システムの概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 情報システム関連図でいう情報システムは、論理的なアプリケーション又

はデータベースの概念であり、物理的に実装するハードウェア、ソフトウェ

ア等の構成に依存しない。情報システムと物理的なハードウェアとの関係は、

次の４つの種類に分類でき、実際の情報システムでは、これらの組み合わせ

で実現される。 

 

 

 

情報システム 

 

 

情報システム 

情報システム

情報システム

情報システム

①一のハードウェアに一の

情報システムを搭載 

②一のハードウェアに複数

の情報システムを搭載 

③複数のハードウェアに一

の情報システムを搭載 

④複数のハードウェアに複

数の情報システムを搭載 

情報システム 

情報システム 

情報システム 
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 また、情報システム内で扱われる情報及び情報システム間でやり取りされる情

報について、個人情報の有無、機密性（情報を利用することを許可された者のみ

が当該情報を利用できること）、完全性（情報及び処理方法が正確かつ完全であ

る状態を安全防護できること）及び可用性（許可された者が必要なときに必要な

情報を利用できること）、情報セキュリティポリシーに基づく重要性分類等を整

理した情報資産評価表を付属資料として作成する。情報資産評価表は、情報シス

テムで取り扱われる情報資産の保護の在り方等の判断基準を示すものであり、技

術体系において設計する情報システムのセキュリティ要求水準となる。 

 

【例】情報資産評価表の例 

 

情報提供元情報システム 情報提供先情報システム 連携情報 
個人

情報

機密

性 

完全

性 

可用

性 

重要性

分 類

文書管理システム － 有 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

行政文書管理ファイルシ

ステム 

行政文書ファイル管理簿 
無 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

総合行政文書管理ファイ

ルシステム 

行政文書ファイル管理簿 
無 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

文書管理システム 

閲覧目録システム 閲覧目録情報 無 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

決裁・供覧システム － 有 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

文書管理システム 決裁文書 有 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

決裁・供覧システム 

決裁文書件名登録システ

ム 

決裁文書情報 
無 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

閲覧目録システム － 無 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

クリアリングシステム 閲覧目録 無 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

閲覧目録システム 

総合クリアリングシステ

ム 

閲覧目録 
無 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

文書受付システム 文書受付システム － 無 Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅲ 

決裁文書件名登録システ

ム 

決裁文書件名登録システ

ム 

－ 
無 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

電子文書交換支援システ

ム 

－ 
有 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 

文書管理システム 送受信文書 有 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 

文書受付システム 文書受付情報 無 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

電子文書交換支援システ

ム 

省庁間電子文書交換シス

テム 

送信文書 
有 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

省庁間電子文書交換シス

テム 

電子文書交換支援システ

ム 

受信文書 
有 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 

文書管理システム 送受信文書 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

決裁・供覧システム 申請・届出等情報 有 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 

電子申請・届出システム 

文書受付システム 文書受付情報 無 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 

 

注）上記例で用いた機密性、完全性及び可用性並びに重要性分類の重要度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及

びⅣは、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（平成12年7月18日情報

セキュリティ対策推進会議決定）の重要性の分類による。 
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８．情報システム機能構成図 

 

 情報システム機能構成図は、情報システム関連図に記述する各情報システム

（業務・システム内で用いる情報システムに限る。）で実装する機能の構成を明

確化することを目的とする記述様式である。 

 

《記述要領》 

 情報システム機能構成図には、次に掲げる事項を任意の様式で記述する。 

・ 情報システム名 

・ システム機能 

・ 参照・更新パターン 

 

① 情報システム名 

 情報システム関連図に記述する情報システムの名称を記述する。 

 

② システム機能 

 情報システムが有する処理機能を記述する。情報システムが複数に大別され

た業務処理を行う場合は、システム機能を分類・階層化する。 

 

③ 参照・更新パターン 

 システム機能に記述する処理機能ごとに情報システム上で行う情報処理が、

データベースに対するレコードの参照又は更新のいずれに該当するかを記述す

る。レコードの追加、修正、削除を行う場合には「更新」、読み取りのみの場

合は「参照」と記述する。 

 

 情報システム機能構成図の作成は、業務・システム内で用いる情報システムの

機能に係る概念設計に相当する。開発したシステムの運用開始後に改めて機能追

加や修正のためのシステム開発を行う等の非効率な作業や重複投資を抑制し、予

定する業務改革を円滑に実施することができるよう、機能設計を適切に行うこと

が必要である。 
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９．ネットワーク構成図 

 

 ネットワーク構成図は、情報システムを構成する機器等の物理的な配置状況及

び論理的な接続関係を明確化し、当該情報システムにおける通信ネットワーク構

成の世代管理を行うことを目的とする記述様式であり、適用処理体系の情報シス

テム関連図に記述された情報システムにおける物理的な通信ネットワーク構成を

具体的に表すものである。 

 

《記述要領》 

 ネットワーク構成図の作成に当たっては、情報システムを利用する組織・場所

及び扱われるデータを考慮しつつ、情報システムを構成する機器及びこれらを接

続する通信ネットワークに関し、次に掲げる事項を内容として、任意の様式で図

式化する。 

 

① 機器を配置している組織 

 情報システムを構成する機器を設置している組織・場所について記述する。

なお、組織・場所については、情報セキュリティ上の観点から、具体的な機器

の設置箇所が第三者に判明されないよう十分留意し、記述方法を工夫する。 

 

② 通信ネットワークの速度及び種別 

 情報システムで利用している通信ネットワークの状況を明らかにするため、

次の項目を明記する。 

・ 通信ネットワークの接続地点（どの組織間を接続しているのか） 

・ 通信ネットワークの速度（情報システムを利用する組織間、基幹通信ネ

ットワーク等） 

・ 通信ネットワークの種別（専用回線、公衆回線等） 

 

③ 機器類の配置状況 

 大型コンピュータやサーバ、端末、プリンタ、通信ネットワーク機器等当該

情報システムを構成する機器について、通信ネットワーク上での機器配置状況

を記述する。特に、ファイアウォール、セキュリティルータ等の当該情報シス

テムで利用しているセキュリティ確保のための機器については、当該情報シス

テムに対する将来体系におけるセキュリティ確保方策の検討に当たって重要な

要素となることから、漏れなく記述する。 

 

④ その他 

 上記のほか、当該情報システムの世代管理を行うに当たって必要と考えるネ

ットワークの仕様を記述する。 
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１０．ソフトウェア構成図 

 

 ソフトウェア構成図は、情報システムで使用しているソフトウェア及び通信プ

ロトコルを明確化し、その世代管理を行うことを目的とする記述様式であり、

「ネットワーク構成図」に記述されている機器及び通信ネットワークに対して、

具体的に使用しているソフトウェア、通信プロトコルの内容等を明らかにする。 

 

※ 次期システムのソフトウェア構成は、最適化計画策定時において必ずしも定まるもの

ではないことから、最適化計画の策定段階において、将来体系のソフトウェア構成図の

作成は必要としていない。次期システムのソフトウェア構成図は、最適化計画策定後の

システム設計・開発を通じて明らかにし、当該次期システムの運用段階において、当該

次期システムの現行体系として整備する。 

 

《記述要領》 

 ソフトウェア構成図の作成に当たっては、ネットワーク構成図で記述した機器

及び通信ネットワークについて、各機器で利用している次に掲げる事項を内容と

して、任意の様式で図式化する。 

 

① オペレーティングシステム（OS） 

 各機器で使用している OS の種類及びそのバージョンを記述する。 

 

② アプリケーションソフトウェア 

 各機器に組み込まれている当該情報システムを稼動させるためのアプリケー

ションソフトウェアについて、次の事項を記述する。 

・ パッケージソフトウェアの場合、製品名及びそのバージョン 

・ 独自に作成したソフトウェアの場合、当該ソフトウェアの機能及び開発

言語 

 

③ 通信プロトコル 

 各機器を接続する通信ネットワーク上で許可している通信プロトコルについ

て、情報システムの管理上特に重要と考えられるものを記述する。 

 

④ その他 

 上記のほか、当該情報システムの世代管理を行うに当たって必要と考えるソ

フトウェアの仕様を記述する。 
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１１．ハードウェア構成図 

 

 ハードウェア構成図は、情報システムで使用している汎用コンピュータやサー

バ、クライアント等の機器の性能を明確化し、その世代管理を行うことを目的と

する記述様式であり、「ソフトウェア構成図」に記述するソフトウェアを稼動さ

せるための機器について、CPU、メモリ、ハードディスク等の製品仕様（スペッ

ク）を明らかにするものである。 

 

※ 次期システムのハードウェア構成は、最適化計画策定時において必ずしも定まるもの

ではないことから、最適化計画の策定段階において、将来体系のハードウェア構成図の

作成は必要としていない。次期システムのハードウェア構成図は、最適化計画策定後の

システム設計・開発を通じて明らかにし、当該次期システムの運用段階において、当該

次期システムの現行体系として整備する。 

 

《記述要領》 

 ハードウェア構成図の作成に当たっては、ソフトウェア構成図で記述したソフ

トウェアを稼動させるための各機器に関し、次に掲げる事項を内容として、任意

の様式で図式化する。 

 

① CPU 

 各機器の CPU の種類及びその製品仕様（スペック（クロック値等））を記述

する。 

 

② メモリ 

 各機器に搭載しているメモリの容量を記述する。 

 

③ ハードディスク 

 各機器に搭載しているハードディスクの容量を記述する。 

 

④ 周辺処理装置 

 各機器に搭載している外部記憶装置やプリンタを記述する。 

 

⑤ その他 

 上記のほか、当該情報システムの世代管理を行うに当たって必要と考えるハ

ードウェアの仕様を記述する。 
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別添２ 業務環境分析・主要課題抽出要領 
 

業務環境分析・主要課題抽出要領 

 

 本要領は、業務・システムの見直し方針を策定するに当たり、現行の業務処理に

おける問題点等を整理するために業務環境分析・主要課題抽出を行う場合の手順、

方法等の例を示すものである。 

 業務・システムの改善を図る上で、もとより業務・システムの機能、処理の主

体・手順、処理される情報等の個々の業務処理の実態を直視し、業務処理における

重複、無駄等を発見することは重要であるが、業務・システムを戦略的に最適化し、

業務・システム本来の目的・目標に向けて高いパフォーマンスをあげるためには、

業務処理の実態を直視する視点のみならず、業務を処理する組織の特徴（内部環

境）及び業務を取り巻く社会経済状況等（外部環境）の業務環境を把握・分析し、

主要課題を抽出するとともに、各業務・システムの最適化に向けた基本理念を明確

にすることが必要である。また、これら業務環境、主要課題及び基本理念を最適化

の対象とする業務・システムに関係する者の共通認識とすることが重要である。 

 

１．業務環境分析（SWOT 分析） 
 業務環境分析（SWOT 分析）では、業

務・システムを処理する担当組織に係る能

力の強み（S：Strength）及び弱み（W：

Weakness）並びに当該業務を取り巻く社会

経済状況等に顕在・潜在するパフォーマン

ス発揮の機会（O：Opportunity）及び阻害

要因となる脅威（T：Threat）を抽出し、

関係する職員等の共通認識として整理し、

各要素の関係を整理する。 

 

 

【例】内部環境の評価（Ｓ・Ｗ（強み・弱み））の例 

※ 業務・システムを処理する上での各組織の能力等を率直に評価し、各組織の長

所・短所を明らかにすることが必要。 

① Ｓ（強み） 

・ 法令・制度に関する高い企画・立案能力 

・ 府省横断的な業務遂行が可能 

・ 専門知識を備えた職員集団 

・ 迅速かつ確実な業務処理能力 

・ 直轄予算による確実な施策実現 等 

 

② Ｗ（弱み） 

・ 法令改正に不慣れ 

・ 組織単独では業務遂行の意思決定ができない 

 

 

 

強み（Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

機会（Ｏ） 

 

 

 

 

 

弱み（Ｗ） 

 

 

 

 

 

 

脅威（Ｔ） 

 

 

方向性 

内
部
環
境 

外
部
環
境 

課題 



 57

・ 専門的知識・ノウハウが育成されていない 

・ 組織内部での調整に時間を浪費 

・ 恒常的な要員不足 等 

 

【例】外部環境の評価（Ｏ・Ｔ（機会・脅威））の例 

※ 業務・システムに課せられる任務を遂行する上での社会経済状況、財政状況等

の現況・動向等を率直に評価し、より高いパフォーマンスをあげる機会及び課題

となる留意すべき事情を明らかにすることが必要。なお、外部環境は、業務・シ

ステムを遂行する立場により、同一の事実を示す状況に対し、異なる評価となり

得る。 

① Ｏ（機会） 

・ 市町村合併の推進 

・ PFI の積極的推進 

・ 独立行政法人化 

・ 人口構造の高齢化 

・ 情報通信技術の進展 等 

 

② Ｔ（脅威） 

・ ○○分野に対する信頼低下 

・ 補助金事業への批判 

・ 民間事業との競業関係への突入 

・ 地方分権による地方自治体業務の自治事務化 

・ 少子化の進展 等 

 

 Ｓ、Ｗ、Ｏ、Ｔそれぞれの抽出は、関係職員の率直な意見や認識を幅広く収集

することが重要であり、無記名の調査票を配布する等、収集手段・方法について

は配慮することが必要である。また、業務環境をより適切に評価するためには、

内部の関係職員の意見や認識を収集する前に、一般の利用者等の要望等を把握し、

業務・システムに対する外部の評価を関係職員で共有することが推奨される。 

 収集した関係職員の意見や認識については、Ｓ、Ｗ、Ｏ、Ｔそれぞれごとに、

同類の見解と思われるものをグループ化し、また、それらを階層化し（多くとも

３階層程度にとどめることが推奨される。）、グループ間の関係を、次に掲げる

因果関係、相反関係の記号により業務環境分析図として整理する。 

 

【関係記号】 

記号 表記 説明 

因果関係（片方

向） 

 意見・認識又はグループ間が片方向の因果

関係（主従関係）にあることを示す。 

 

因果関係（双方

向） 

 意見・認識又はグループ間が相互に因果的

であることを示す。 

 

相反関係 
 意見・認識又はグループ間が相反する関係

にあることを示す。 
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【収集した意見・認識の整理のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に、Ｓ、Ｗ、Ｏ、Ｔの間の関係を整理し、業務環境の全体像を把握する。 

 

【業務環境分析図の全体像イメージ】 
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外部内部環境の分析内部環境の分析

因果関係

相反関係

タイトル

タイトル タイトル

因果関係
（相互）

全体を示すキーワード

業務環境分析図
・強み、弱み、機会、脅威の各象限についてそれぞれ作成

ネットワークの環境が整
備されている

電子入札、改札の実績
がある

優秀な人材が多く理解度が高い

ルールがいったん決ま

れば遵守する
業務遂行に係る職員の

モラルが高く、ＩＴスキル
習熟度が上がる

優秀な人材が豊富であ

る
ＩＴに強い世代が多くなっ

た

優秀な人材が多い

優秀な人材が多く理解度が高い

ルールがいったん決ま

れば遵守する
業務遂行に係る職員の

モラルが高く、ＩＴスキル
習熟度が上がる

優秀な人材が豊富であ

る
ＩＴに強い世代が多くなっ

た

優秀な人材が多い

公権力が行使でき自由裁量が効く

調達を広く募集できる 調達のための情報提供
者に不自由しない

自由裁量の巾があり多
少の変更が可能

指示が通る（権力がある。
公共機関の強み）

公権力が行使でき自由裁量が効く

調達を広く募集できる 調達のための情報提供
者に不自由しない

自由裁量の巾があり多
少の変更が可能

指示が通る（権力がある。
公共機関の強み）

決裁ルール不明確

調達規模に応じたルー
ルになっていない

非明文化のルールがあ
る

決裁の判断基準が無い
のが弱みである

調達における選定基準
が不明確

決裁内容と実態が異な
ることが多い

調達における事務処理
のチェック機能が無い

単年度予算であり長期
的計画が立案できない

決裁ルール不明確

調達規模に応じたルー
ルになっていない

非明文化のルールがあ
る

決裁の判断基準が無い
のが弱みである

調達における選定基準
が不明確

決裁内容と実態が異な
ることが多い

調達における事務処理
のチェック機能が無い

単年度予算であり長期
的計画が立案できない

決裁構造が多段階で非効率 重複業務が多く非効率

非効率な業務

決裁階層が多段階

決裁階層が多段階で同

じ内容のチェックを繰り
返している

決裁までの時間が非常

にかかる

多段階の決裁組織で無

駄な作業が多い

多段決裁で非効率であ
る

業務の中で回付決裁の

割合が高い

業務権限の委譲がされ
ていないので一人が同

じ業務を何度も行い時
間と手間がかかる

重複度が高く非効率

重複業務が多く非効率

業務の集約化が行なわ

れておらず、各組織が
別個の作業を行い非効

率

紙媒体の情報流である
ため再利用できず重複
作業が発生している。

組織文化が保守的

組織能力が低い

現状維持縦割り行政の
気風がある

行政官が保守的である

内部管理業務統一にお

ける省庁間の壁が厚い

複数の省庁にまたがる
申請の調整が難しい

顧客(国民)へのサービ
スという概念が薄い

強力な指導力を持つ組
織が無い

人事異動が多くプロ
フェッショナルが育たな
い

調達担当者のITスキル
が低い

組織文化が保守的

組織能力が低い

現状維持縦割り行政の
気風がある

行政官が保守的である

内部管理業務統一にお

ける省庁間の壁が厚い

複数の省庁にまたがる
申請の調整が難しい

顧客(国民)へのサービ
スという概念が薄い

強力な指導力を持つ組
織が無い

人事異動が多くプロ
フェッショナルが育たな
い

調達担当者のITスキル
が低い

政府がやるまでも無い
仕事を各府省で行なっ

ている

調達のための予算があ
る程度確保されている

予算が通れば、後は比
較的容易に調達可能

業務内容が明確に定義
されている

現状業務の分析は既に
行われている

業務内容が法制度で明
確に定義されている

各省共通な業務であり、
省内に理解され易い

予算確保により処理がスムースに行く

業務内容が定義されている

予算制度を中心とした業務内容が明確化されている

調達のための予算があ
る程度確保されている

予算が通れば、後は比
較的容易に調達可能

業務内容が明確に定義
されている

現状業務の分析は既に
行われている

業務内容が法制度で明
確に定義されている

各省共通な業務であり、
省内に理解され易い

予算確保により処理がスムースに行く

業務内容が定義されている

予算制度を中心とした業務内容が明確化されている

文書化するルールがで

きている
調達のルール（稟議決
裁手順）が明確になって
いる

調達手続きが基本的に

統一されている
決裁が多段階となって
おり、誤りを排除できる

監査証跡を確保する内
部統制の基盤は整って
いる

ミスなく調達する仕組み
が整備されている（業務
上のルール）

明文化、非明文化され
た業務上のルールがあ

る

法令、明文化されている
部分が多い

決裁を紙で回覧するの
で証拠保全性が高い

物品購入の調達ルールが確立されている

文書化するルールがで

きている
調達のルール（稟議決
裁手順）が明確になって
いる

調達手続きが基本的に

統一されている
決裁が多段階となって
おり、誤りを排除できる

監査証跡を確保する内
部統制の基盤は整って
いる

ミスなく調達する仕組み
が整備されている（業務
上のルール）

明文化、非明文化され
た業務上のルールがあ

る

法令、明文化されている
部分が多い

決裁を紙で回覧するの
で証拠保全性が高い

物品購入の調達ルールが確立されている

法制度の改訂の調整が

困難である
法令で全ての業務が縛

られている

行政改革は法律を改正
しなければならない場合
がある

過度に厳密で実態に即
していない法令が業務
を煩雑にしている

法令で縛られている

法制度の改訂の調整が

困難である
法令で全ての業務が縛

られている

行政改革は法律を改正
しなければならない場合
がある

過度に厳密で実態に即
していない法令が業務
を煩雑にしている

法令で縛られている

紙中心の処理
電子化が進んでいない

調達関連情報の共有化が出来ていない

業務実施時の情報流が
全て紙ベースとなってお
り非効率なのが弱み

紙媒体による業務

作成すべき帳票が多い

文書管理が紙ベースで
あり検索に時間がかか
る

電子化されておらず効

率が低い
電子的にチェックできる
ことまで目視手計算で
チェックを行なっている

電子化可能な業務も手
作業で行なっている

業者への依頼内容の保
存のルールが出来てい
ない

決裁の進捗を把握でき
ていない

調達のための基本情報
や履歴の共有化がされ
ていない

IT化が進んでいない
紙中心の処理

電子化が進んでいない

調達関連情報の共有化が出来ていない

業務実施時の情報流が
全て紙ベースとなってお
り非効率なのが弱み

紙媒体による業務

作成すべき帳票が多い

文書管理が紙ベースで
あり検索に時間がかか
る

電子化されておらず効

率が低い
電子的にチェックできる
ことまで目視手計算で
チェックを行なっている

電子化可能な業務も手
作業で行なっている

業者への依頼内容の保
存のルールが出来てい
ない

決裁の進捗を把握でき
ていない

調達のための基本情報
や履歴の共有化がされ
ていない

紙中心の処理
電子化が進んでいない

調達関連情報の共有化が出来ていない

業務実施時の情報流が
全て紙ベースとなってお
り非効率なのが弱み

紙媒体による業務

作成すべき帳票が多い

文書管理が紙ベースで
あり検索に時間がかか
る

電子化されておらず効

率が低い
電子的にチェックできる
ことまで目視手計算で
チェックを行なっている

電子化可能な業務も手
作業で行なっている

業者への依頼内容の保
存のルールが出来てい
ない

決裁の進捗を把握でき
ていない

調達のための基本情報
や履歴の共有化がされ
ていない

IT化が進んでいない

StrengthStrength

WeaknessWeakness

ThreatThreat

業務改革の機が熟した業務改革の機が熟した

OpportunityOpportunity

IT関連技術の進展

e-Japan電子政府構築
の追風が吹いている。

e-Japan計画という大き
な流れがある。

e-Japan戦略により5年
以内に最先端のIT国家
になる。

電子政府はe-Japanの
重要施策となっている。
B.P.変更をBuckUpへ
の社会からの支援を受
けやすい。

業務の効率化を求める
世論がある。

電子化に対する理解が
進みつつある。

民間、国民の要望(行政
合理化）がある。

諸外国からの要請があ

る。
外国企業からの調達の

チャンスを失っている。
(調達方式の変更）

IT分野の国際展開 デジタル化に対する法
制整備が進みつつある。

法令改正、制度の見直
しによる効率化できる。

実態に即していない法
令が改正される。

電子調達のための法整
備が出来ている。電子
署名法(2001)等。行政
手続オンライン化法
(2003)

物品管理法において、
物品管理業務プロセス
の電子化が方向性とし
て示される。

入札方式に改めると結
果的に安いものを買え
るチャンスが多くなる。

新技術等の産業育成に
資する。

IT環境上で新しい産業
サービス創出

民間にベストプラクティ
スが多数ある。

ベストプラクティスも調査
されており具体的目標
が立てやすい。

電子商取引の進展 電子商取引の推進がう
たわれている。

調達と密接に関連する

物品管理業務も同時に
導入できる。

電子化がすすめば一般

競争入札を広く取り入れ
られる可能性がある。

ワンストップサービスの
推進が行われており、調
達業務が効率化されそ

う。

権限委譲と責任範囲の
明確化により合理化で
きる

IT関連製品のコスト･パ
フォーマンスが高くなっ
た。

技術革新によってハード
／ソフトの価格が低下し
ている。

優秀な技術力(製品）が
ある。

IT導入により効率化で
きる

業務の電子化が以前よ
り簡単に行えるIT技術
が確立された。

電子化が進むことで透
明性のある調達プロセ
スが構築可能である。

社会・家庭のIT化が進
んでいる。

物品調達に関するアウト
ソーシングサービス業者

が複数できている。

アウトソースにより合理
化できる。

アウトソーシングが普及

しており業務の外出しが
容易になった。

高いインターネット普及

率
ネットワーク基盤が整備
されつつある。(常時接
続の高速インターネット
利用，世界最安価水準
の料金)

世界最安値のネットワー
ク

いろいろな提案を受ける
ことにより、新しい企画
が生ずる。

多品種少量の物品調達
に廉価で応じられる業
者や配送手段が複数あ

る。

開発遅延等による行政
効率化の不整合

IT化の進展に企業間の
差があり、電子調達に
対応できない企業が出

る。

国際競争力が低下して

いる。

e-Japan電子政府構築の追い風が吹いている

業務改革のメドが立った

調達に必要な技術情報
が増加しつつある。

IT技術の変化が激しく、
担当者のスキルアップ
が追いつかない。

民間の動きが速いため、
すぐに時代遅れになる。

技術進歩に追随できないリスク

調達に必要な技術情報
が増加しつつある。

IT技術の変化が激しく、
担当者のスキルアップ
が追いつかない。

民間の動きが速いため、
すぐに時代遅れになる。

技術進歩に追随できないリスク

100％の完全性を求め
る国民性

調達に関する一般国民
のチェックが厳しくなって
いる。(コスト、透明性
etc）

国民からの過剰期待

100％の完全性を求め
る国民性

調達に関する一般国民
のチェックが厳しくなって
いる。(コスト、透明性
etc）

国民からの過剰期待

経済停滞・労働力人口
減少に伴う税収の減少

税収不足

税収が減りつつある。
(予算が削られる）

税収減により予算が少

なくなる。

予算不足

経済停滞・労働力人口
減少に伴う税収の減少

税収不足

税収が減りつつある。
(予算が削られる）

税収減により予算が少

なくなる。

予算不足

行政改革で職員数が削
減される。業務の担当
者の変更・異動が頻発
する。専任の要員配置
はむずかしくなる。

組織の改廃が頻発する。

人材不足

行政改革で職員数が削
減される。業務の担当
者の変更・異動が頻発
する。専任の要員配置
はむずかしくなる。

組織の改廃が頻発する。

人材不足

業務統一化が、人員削
減につながり易く現場の
反対が予想される。

電子化により従来の業

務がなくなるため現場の

反対がある。

抵抗勢力

業務統一化が、人員削
減につながり易く現場の
反対が予想される。

電子化により従来の業

務がなくなるため現場の

反対がある。

抵抗勢力

特定の業者にアウトソー

シングしてしまうと随意
契約の割合が増え最適
な価格での調達が困難

になる。

不当入札により調達の

公平さが阻害される。

談合される可能性があ

る。
業界団体、族議員の圧

力

公正な入札が維持できない

特定の業者にアウトソー

シングしてしまうと随意
契約の割合が増え最適
な価格での調達が困難

になる。

不当入札により調達の

公平さが阻害される。

談合される可能性があ

る。
業界団体、族議員の圧

力

公正な入札が維持できない

システム運用組織人的
セキュリティ

セキュリティ確保に危惧
を抱く人がいる。

セキュリティについての
完全さが求められている。

不正侵入などセキュリ
ティ上の問題でシステム
停止する。

製品のシステムのセ
キュリティ

ネットワークへの不正侵
入などのセキュリティの

問題

ネット上のセキュリティ

人的セキュリティのリスク セキュリティについて必要以上の恐れを抱く

システムセキュリティ上のリスク

セキュリティ脅威

システム運用組織人的
セキュリティ

セキュリティ確保に危惧
を抱く人がいる。

セキュリティについての
完全さが求められている。

不正侵入などセキュリ
ティ上の問題でシステム
停止する。

製品のシステムのセ
キュリティ

ネットワークへの不正侵
入などのセキュリティの

問題

ネット上のセキュリティ

人的セキュリティのリスク セキュリティについて必要以上の恐れを抱く

システムセキュリティ上のリスク

セキュリティ脅威

現実に即さない法令が

そのままとなり、それが
業務改善を阻害する。

法令の変更が難しい 法令改正に時間がかか

る

法令の改正は国会の承

認

法整備･規制緩和が急
激に進行中（ターゲット
が変動する）

法改正がむずかしい法律そのものに問題あり

法律が阻害要因

現実に即さない法令が

そのままとなり、それが
業務改善を阻害する。

法令の変更が難しい 法令改正に時間がかか

る

法令の改正は国会の承

認

法整備･規制緩和が急
激に進行中（ターゲット
が変動する）

法改正がむずかしい法律そのものに問題あり

法律が阻害要因

※

※
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２．主要課題抽出 
 業務環境分析により業務処理における問題等を明確化・構造化した後、問題点

等の解決に向けて重点的に取り組むべき主要課題を明らかにする。 

 主要課題の抽出に当たっては、業務環境分析において明確になったＳ（強み）、

Ｗ（弱み）、Ｏ（機会）、Ｔ（脅威）に対して、次のような観点から対応策を検

討する。 

 

 SWOT 検討事項 

Ｓ（強み） 「強み」をさらに強化するための対応策 内

部

環

境 Ｗ（弱み） 「弱み」を克服するための対応策 

Ｏ（機会） 
「強み」により「機会」を取り込むための対応策 

「弱み」により「機会」を逸しないための対応策 
外

部

環

境 Ｔ（脅威） 

「強み」により「脅威」を「機会」に転換するための対応策

「強み」により「脅威」を回避するための対応策 

「脅威」及び「弱み」で最悪の事態を招かないための対応策

 

 対応策として検討した結果を業務環境分析図と同様な方法でグループ化し（最

も上位のグループ概念を５個程度に集約することが推奨される。）、その関係を

整理の上、主要課題分析図を作成する。 

 

【主要課題の抽出・整理イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律を改正し，調
達ルールを簡略化
する

物品購入に関わる
法令の改正

実態に合わない法
令の改廃を図る

内部業務に関わる
法令の改廃を行い
やすくする

随時契約をなくす 物品購入ルールの
簡素化を行う

政府全体の物品と
省別物品を分離し
購入を行う

調達ルールの変更

業務合理化の長
期目標と短期目標
を作成し実行する

業務プロセスを抜
本的に見直す

調達プロセスを共
通化，標準化する

多段、多層決裁処
理を簡略化し，調
達業務の効率化を
行う

業務プロセスの見直しと標準化

予算の複数年度
化を行う

使途に幅を持たせ
た予算制度とする

予算制度の変更

e-Japanの機運に
乗じて必要な予算
を確保する

ITの進歩により予
算不足を解消する

物品業務IT化の予算確保

政府がやるまでも
ない業務はアウト
ソーシングする

簡単な仕事は委託
する

外部資源の活用

法令化されていな
い部分の運用ルー
ルを明確化する

調達ルールをワー
クフロー化する

調達プロセスのワークフロー化

物品調達のルール
を明確化し，しかも
簡略化する

調達における評価指
標を明確化し，その
測定手段を確立する

自由裁量に合わせ
て。第三者のチェック
機能を充実させる

調達業務のモニタリング

調達結果に関する
他部門の監査を実
施する

電子入札を政府全
体で作成する

IT化を実施し，紙
離れの実現を目指
す

調達業務の電子化・ペーパーレス化

IT導入に際してセ
キュリティは十分
に確保する

電子署名を推進し，
押印の廃止を推進
する

ナレッジを表出化
し，ルールをシステ
ムに組み込む

調達情報の共有化

IT導入により，ペーパーレス
化し，業務合理化と情報蓄
積(ナレッジベース)を行う

調達実績等をデー
タベース化し，情
報共有し，流用を
図る

人材の育成を強化
する

IT化，業務改革の
啓蒙教育を行う

政府行政官にIT
教育を行う

短期集中でトレーニン
グを実施し，ITスキル
向上を図る

調達担当にニュー
トラルな外部人材
を活用する

調達業務の人材育成・確保

添付資料の紙の原本
保存とペーパーレス化
ファイルの共存

業務処理過程の見直し 関係法令等の改正
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 主要課題分析図の各グループに対し、グループ内の対応策を包含するキーワー

ドを適切に選び、これらを主要課題とする。 

 抽出された主要課題について、内部環境及び外部環境を踏まえつつ、主要課題

を実現する上での困難性、緊急性、経済性、有効性等を評価するとともに、取り

組むべき優先順位を設定する。 

 

【主要課題の優先順位の設定イメージ】 

 

優先 

順位 
主要課題 要点 困難性 緊急性 経済性 有効性

１ 関係法令等の改正 

業務処理方法の見直しに

併せて、関係法令等を改

正 

○ ◎ ◎ ◎ 

２ 業務処理過程の見直し 

決裁又は行政手続の簡素

化、共通化 

 

○ ◎ ○ ◎ 

３ 
調達業務の電子化・ペー

パーレス化 

ペーパーレス化、情報セ

キュリティ確保、電子署

名、電子入札 

○ ◎ △ ◎ 

４ 
調達業務の人材育成・確

保 

調達業務関係職員のリテ

ラシー向上、外部専門家

の活用 

△ ○ ○ ○ 

５ 
調達業務のモニタリング 

 

第三者によるチェック機

能・外部監査の実施、評

価指標の明確化 

○ ○ △ ○ 

 

 主要課題を抽出・整理した後、各主要課題を実現するために講ずるべき具体的

かつ詳細な手段・手順について整理し、最終的にその後策定することとなる最適

化計画の最適化工程表に具体化することを視野に入れつつ、大まかな最適化実施

時期の工程について見積もる。 

 

【主要課題を実現するための手段・手順の整理イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令等の改正

法令の変更点を決める

パブリックコメントにかける

現行の法令等と必要な法令等を
比較し､改正案を作成する

新法令案を作成するタスクフォー
スを編成する

各省協議を行う

省内調整・法制局審査を受ける

法改正への意識を高める

新法令･新ルールの説明会を開
催する

パブリックコメントを踏まえて政府
案を決定する

多段階の決裁を行わなくても物品
調達ができる法律案を作る

新法令の国会議決を受ける

新法令新ルールに対応した省内
マニュアルを改訂する

改革された調達プロセスに対応
するルールを明文化する

電子データでも入札、決議、決裁
ができる法整備を行う
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【主要課題を実現するために行う最適化工程の整理イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記に示す分析等を通じ、業務環境、主要課題及び最適化の大まかな工程を整

理の上、各業務・システムの最適化の基本理念を明確化し、これらを関係職員間

の共通認識とする。 

 なお、各業務・システムの最適化の基本理念は、最適化の方向性を示すもので

あり、具体的な成果目標を設定することが望まれる。 

フェーズ3 (3年後)フェーズ2 (1年後)フェーズ1 (半年以内)

パブリックコメントを踏まえて
政府案を決定する

新法令の国会議決を受ける

新法令･新ルールの説明会を
開催する

新法令・新ルールに対応した
省内マニュアルを改訂する

法改正への意識を高める

改革された調達プロセスに対
応するルールを明文化する

電子データでも入札，決議，
決裁ができる法整備を行う

多段階の決裁を行わなくても
物品調達ができる法律案を
作る

現行の法令等と必要な法令
等を比較し､改正案を作成す
る

省内調整・法制局審査を受
ける

各省協議を行う

パブリックコメントにかける

新法令案を作成するタスク
フォースを編成する

法令の変更点を決める

関係法令等
の改正

アクションプラン

主要課題
フェーズ3 (3年後)フェーズ2 (1年後)フェーズ1 (半年以内)

パブリックコメントを踏まえて
政府案を決定する

新法令の国会議決を受ける

新法令･新ルールの説明会を
開催する

新法令・新ルールに対応した
省内マニュアルを改訂する

法改正への意識を高める

改革された調達プロセスに対
応するルールを明文化する

電子データでも入札，決議，
決裁ができる法整備を行う

多段階の決裁を行わなくても
物品調達ができる法律案を
作る

現行の法令等と必要な法令
等を比較し､改正案を作成す
る

省内調整・法制局審査を受
ける

各省協議を行う

パブリックコメントにかける

新法令案を作成するタスク
フォースを編成する

法令の変更点を決める

関係法令等
の改正

アクションプラン

主要課題
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別添３ 業務・システムの最適化に係る共通見直し指針 
 

業務・システムの最適化に係る共通見直し指針 

 

 本指針は、業務・システムの最適化に向けた業務の見直しに当たり、各業務・シ

ステムにおいて共通的に検討すべき事項及び検討の方向性を示すものである。 

 業務・システムの最適化に当たっては、利用者の利便性の維持・向上、情報資産

の安全性・信頼性の確保を図りつつ、「予算効率の高い簡素な政府の実現」に向け、

次に掲げる事項を踏まえ、業務及び情報システムの徹底した見直しを行うものとす

る。 

 

１．政策・業務体系 
 

【指針1-1】 

 複数の府省、部局、課室等で同様の処理が行われている業務については、

業務処理に係る様式、記載事項、処理方法の統一化・標準化を図る。 

 

【解説】 

 複数の府省、部局、課室等で同様の処理が行われている業務について、組

織間で業務処理に係る様式、記載事項、処理方法が異なる場合、共通的な知

識・ノウハウが共有されず、事務能率を低下させるほか、システム化する際

においても個々の組織に係る処理に応じ、個々に情報システムを整備するこ

ととなり、重複した経費が累積することとなる。このため、複数の府省、部

局、課室等で同様の処理が行われている業務については、当該処理に係る共

通的な知識・ノウハウを共有するとともに、システム化する際の経費低減の

観点から、業務処理に係る様式、記載事項、処理方法を統一化・標準化する。 

 その際、一部の業務処理について、特定の組織に固有の処理が認められる

場合であっても当該処理を特別に実施しなければならない合理性（当該組織

に関し法令で特別な処理が義務付けられ、当該義務付けに係る制度改正は馴

染まない等）が存在しないときには、複数の組織で同一の処理方法を採用す

ることを優先し、当該特定の組織の処理については処理の在り方を見直す。 

 特に、申請・届出等手続などの国民・企業等を対象とした業務処理につい

ては、国民・企業等の利便性を重視し、組織間を超えて統一化・標準化する。 

 

【関係記述様式】 

・ 機能情報関連図 

・ 業務流れ図 

・ 情報体系整理図 
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【指針1-2】 

 複数の府省、部局、課室等で処理されている業務のうち、一箇所で集中的

に処理する方が効率的なものについては、業務処理の一元化・集中化を図

る。 

 

【解説】 

 複数の府省、部局、課室等で同様の処理が行われている業務の中には、本

来一箇所で集中的に処理する方が効率的なものであっても、紙媒体を用いた

処理により生ずる物理的（地理的）制約等のため、地方支分部局等で分散し

て処理しているものがある。これらは、情報システムを活用した全面的なオ

ンラインによる処理へ移行することにより、従来の分散処理の前提となる物

理的（地理的）制約等を解消することができ、業務処理の一元化・集中化に

よる効率化を図ることが可能となる。 

 このように、複数の組織で分散処理されている業務のうち、一箇所で集中

的に処理する方が効率的なものについては、業務処理を全面的にオンライン

処理に移行する等し、業務処理を一元化・集中化する。 

 

【関係記述様式】 

・ 機能情報関連図 

・ 業務流れ図 

 

 

【指針1-3】 

 複数の府省、部局、課室等で分担して処理される業務については、当該業

務に係る各組織の果たすべき役割及び責任を明確にし、組織間での重複的な

処理を撤廃し、業務全体として無駄のない効率的な処理方法に見直す。 

 特に確認作業、転記作業等の重複した業務処理が紙媒体を用いることに起

因している場合は、情報システムの導入・活用を検討する。 

 

【解説】 

 申請書、伝票等の記載事項の確認、審査等の業務処理について、正確性を

期すことは重要であるものの、複数の組織が同一の視点で重複して実施する

ことは、業務処理の効率性の低下を招くほか、処理結果に対する責任の所在

が不明確となる原因となる。各業務処理については、関係する組織の果たす

べき役割及び責任を明確にし、同一の役割・視点で行われる確認、審査等の

業務処理は、一の組織に処理の役割と責任を集約する。 

 また、申請書、伝票等の記載事項を他の申請書、伝票等に転記等する業務

処理については、転記等の作業自体に非効率な時間を要するとともに、誤り、



 64

漏れ等が発生する可能性があり、確認、審査等の業務処理を改めて行うこと

となる要因ともなる。既に存在している情報を改めて記載・入力する業務処

理は、情報システムを活用し、処理の省略・軽減を図る。 

 特に確認作業、転記作業等の重複した業務処理が紙媒体を用いることに起

因している場合は、情報システムの導入・活用により、入力情報の自動審査

等を行い、職員の業務負担を軽減させるとともに、入力情報の正確性を高め、

重複した業務処理の省略・廃止を検討する。 

 

【関係記述様式】 

・ 業務流れ図 

 

【例】 

 

職員 Ａ課 Ｂ課 Ｃ課 Ｄ課 Ｅ課 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

職員 Ｃ課 Ｅ課 

 

 

 

 

 

  

 

 

【指針1-4】 

 必要性の乏しい手続の廃止、手続の頻度の軽減、添付書類の省略・廃止、

記載事項が類似している申請書の統廃合等を行い、行政手続の簡素化を図

る。 

 

申請 審査 審査

伝票作成

審査

審査 審査

Ａ課、Ｂ課及びＣ課で行われてい

る審査業務が同一の役割・視点で

行われている場合は、いずれかの

課に処理の役割・責任を集約。 

情報システムの活用によ

り、入力情報の正確性を

高め、重複する確認作業

等を省略・軽減。 

情報システムの活用により、

転記作業、確認作業等を省

略・軽減。 

申請 

審査 審査

伝票作成 審査 
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【解説】 

 行政手続については、申請等を行う者の権利義務、社会経済の安定等に深

く関係する一方、その存在は、申請等を行う者はもとより、手続を受け付け

る行政機関においても、事務、経費等の負担を求めることとなる。したがっ

て、業務・システムの最適化に当たっては、取り扱う行政手続について申請

等を行う者の権利義務、社会経済の安定等に支障が生ずることがないよう配

慮しつつも、徹底した簡素化・合理化を図ることが必要である。このため、

行政手続については、各手続を通じて達成しようとする政策・業務の目的を

効率的かつ効果的に実現することを主眼として、申請書等で用いられる情報

を詳細に分析し、重複、無駄等のない効率的かつ効果的な情報活用を図るこ

とが必要である。 

 分析の結果、利用実績が皆無の手続等で存置の事由が特に存在しない手続

その他の必要性が乏しい手続については、廃止する。 

 また、定期的に申請等を行う必要がある手続については、申請等の頻度の

合理性、他の情報の活用について検討し、申請等を行う頻度の軽減（例：３

年に１度届出する義務がある手続を５年に１度の頻度に軽減する、１年間に

複数回提出を求める手続を年１回の提出に軽減する等）を検討する。また、

情報システムを活用し、前回の申請等の内容を予め表示する事前入力方式

（プレ・プリント方式）を採用する等、申請等の実情を踏まえつつ、申請者

等の利便性を向上させ、業務・システム全体の簡素化・効率化を図る。 

 申請書等の記載事項及び添付書類については、実際の手続の審査業務にお

ける利用実態を確認するとともに、許認可等の判断要件としての合理性、届

出事項としての利用・管理の必然性を吟味し、存置の是非を判断する。また、

他の申請書等の記載事項や一般に公開されている情報による代替可能性につ

いて検討し、単に参考情報として記載又は添付を求めている場合や他の申請

書等の記載事項又は一般に公開されている情報を活用可能な場合は、申請事

項及び添付書類の省略・廃止を行う。 

 同一の申請者等を対象とし、申請等を行う時期・機会が同一となる複数の

手続については、申請書等の統廃合を行い、情報システムを活用することに

より、ワンストップサービス、シングルウィンドウサービスの実現を図る。 

 

【関係記述様式】 

・ 情報体系整理図 

 

 

【指針1-5】 

 業務処理の滞留要因を抽出し、これが多く存在している場合は、業務処理

の在り方を見直し、業務処理の迅速化を図る。 
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【解説】 

 時間起因事象（一定の時間の経過又は所定の日時の到来を業務・システム

の機能を起動する要因とする事象をいう。）は、業務処理を滞留させる要因

の一つであり、業務処理過程に存在する時間起因事象の発生頻度は、業務全

体の処理速度と関係することとなる。時間起因事象等の業務処理の滞留要因

を抽出し、これが多く存在している場合は、情報システムの活用による処理

の自動化を図る等、業務処理の在り方を見直し、業務処理の迅速化を図る。 

 

【関係記述様式】 

・ 機能情報関連図 

 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指針1-6】 

 決裁処理等の意思決定を伴う業務処理については、権限に係る委任等の在

り方を見直し、業務処理の簡素化・迅速化を図る。 

 

【解説】 

 決裁処理等の意思決定を伴う業務処理については、意思決定の対象とする

案件の施行に係る責任の所在を明確にし、 

・ 案件の施行に係る責任を負うべき職員 

・ 案件の施行の事実・内容を認識すべき職員 

・ 案件の施行に関し助言を求めたい職員 

を明確に区分の上、決裁者の範囲を、責任を負うべき職員に限定し、その他
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時間起因事象を減少させると

ともに、業務処理の組替えを

実施。 
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の職員については、他の情報共有手段を用いることにより、業務処理全体の

簡素化・迅速化を図る。 

 また、案件の施行に係る責任を負うべき職員に限定した決裁処理等におい

ても、上位の官職による事実上の判断を要しない定型的・定例的なものにつ

いては、文書決裁規則等の内部規則を改正し、決裁権限を下位の職員に委任

する等、権限に係る委任の在り方を見直すとともに、決裁階層を３段階以内

（起案者、審査者、決裁権者）とし、業務処理の簡素化・迅速化を図る。 

 

【関係記述様式】 

・ 業務流れ図 

 

 

【指針1-7】 

 申請書、伝票等の記載事項等の共通化・簡素化を図る。 

 

【解説】 

 業務・システム全体で利用される情報の種類は、簡素であるほど業務処理

を単純化・効率化することが可能であり、また、利用者における業務負担を

軽減することが可能となる。このため、申請書、伝票等の記載事項、既存の

情報システムにおける画面への入力事項等については、共通性・類似性を見

出し、可能な限り共通化を図る。 

 また、これらの記載事項等については、【指針1-4】に解説する考え方と同

様、各申請書、伝票等の利用目的に照らし合わせ、当該申請書、伝票等で用

いられる情報を吟味し、存置の是非を判断する。さらに、他の申請書、伝票

等の記載事項や一般に公開されている情報による代替可能性について検討し、

単に参考情報として記載又は添付を求めている場合や他の申請書、伝票等の

記載事項又は一般に公開されている情報を活用可能な場合は、記載事項を省

略・廃止する等の簡素化を図る。 

 

【関係記述様式】 

・ 情報体系整理図 

 

 

【指針1-8】 

 職員による判断を必要としない業務処理その他業務・システムを担当する

組織の中核的な知識・能力（コアコンピタンス）を要しない業務処理につい

ては、外部委託を図る。 
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【解説】 

 業務・システム全体の能率及び生産性を向上させるため、当該業務・シス

テムを担当する組織の中核的な知識・能力（コアコンピタンス）に着目し、

当該組織が実際に処理する範囲を、中核的な知識・能力を発揮する業務処理

に限定し、それ以外の業務処理については、情報の秘密の保持、機密の確保

等に配慮しつつ、外部に委託する。行政機関の場合の中核的な知識・能力は、

法令、制度、政策等の行政運営に関する知識、判断能力、企画立案能力等で

あり、これら行政機関の職員でなければ処理することができない業務につい

ては、行政内部で処理するものとし、その他の民間機関等の外部で処理する

ことが可能な業務は、民間機関等の外部に委託する。 

 特に、情報システム関係業務は、増大する業務や進展する技術の活用に限

られた要員でより効率的・効果的に対処するため、「国の行政機関における

情報システム関係業務の外注の推進について」（2000年（平成12年）3月31日

行政情報システム各省庁連絡会議了承）に基づき、外部委託を積極的に推進

し、最適な情報システムの運営体制の実現を図る。 

 なお、情報の秘密の保持、機密の確保等の観点から民間機関への委託が馴

染まない業務処理については、独立行政法人等の活用を検討する。 

 

【関係記述様式】 

・ 機能情報関連図 

・ 業務流れ図 

・ 情報体系整理図 

 

 

【指針1-9】 

 業務の見直しに関して法令・制度による制約が存在する場合、当該制約が

適切な行政運営を確保する見地から不可欠である場合を除き、関係法令、内

部規程等の改正を行い、業務処理を効率的かつ効果的な方法に改める。 

 

【解説】 

 業務の簡素化・効率化に向けた業務の見直しに関し、法令・制度による制

約が存在し、業務・システムの最適化を行う上でこれらを改正することが必

要となる場合がある。このような場合であっても、当該制約が適切な行政運

営を確保する見地から不可欠である場合を除き、既存の法令・制度を前提と

することなく、関係法令、内部規程等の改正を行い、業務処理を効率的かつ

効果的な方法に向けて、抜本的に見直す。 

 

【関係記述様式】 

・ 機能情報関連図 
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・ 業務流れ図 

・ 情報体系整理図 

 

 

【指針1-10】 

 業務・システムの最適化による効果を測定し、評価する機能を業務・シス

テム内に組み込み、継続的かつ自律的に最適化に取り組む仕組みとする。 

 

【解説】 

 業務・システムの最適化の取組は、一過性のものではなく、各業務・シス

テムの最適化の基本理念を踏まえつつ、その実現に向けて業務改善を継続的

に実施することが必要である。このためには、最適化計画に掲げる業務・シ

ステムの最適化による効果について、実際に最適化を実施していく過程及び

日常的に運用を行っていく過程において測定し、目標達成に向けた業務分

析・業務改善を行える仕組み、及び業務環境の変化に応じ自ら次の目標を見

出すことができる仕組みを整備することが必要である。 

 このため、業務・システムの最適化に当たっては、当該業務・システムの

最適化による効果を測定し、評価する機能を業務・システム内に組み込み、

また、情報システムを整備する際には、これらの効果を測定するために必要

な情報を捕捉できるよう設計することにより、継続的かつ自律的に最適化に

取り組む仕組みとする。 

 

【関係記述様式】 

・ 機能情報関連図 

・ 業務流れ図 

・ 情報体系整理図 

 

 

２．データ体系 
 

【指針2-1】 

 関連する情報システム及び将来的に相互接続を行う可能性が高い情報シス

テムにおいて用いられるデータは、システム間でのデータ互換性を確保する

ため、データ構造の標準化を図る。 

 

【解説】 

 各業務・システムに関連する情報システムにおいて用いられるデータが標

準化されていない場合、同様の内容を有するデータであっても異なるデータ
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として取り扱わざるを得ず、業務処理ごとに独立してデータ入力を行う等、

業務処理を非効率なものとする要因となる。【指針1-7】に基づき共通化する

情報その他情報システムで利用される情報については、整合的なデータ活用

が可能となるよう、データ構造の標準化を図る。 

 また、対象とする業務・システムとは直接関係しない情報システムにおい

ても、将来的な相互接続の可能性を視野に入れつつ、可能な限り広範囲の情

報システムについて、データ構造の標準化を図る。 

 

【関係記述様式】 

・ 実体関連図 

・ データ定義表 

 

 

３．適用処理体系 
 

【指針3-1】 

 情報システム内及び情報システム間でやり取りされる情報の重要性及び脅

威を評価し、適切な環境基準を設定する。 

 

【解説】 

 システム整備への過度な投資を抑制し、適切な情報セキュリティ対策を講

ずるため、情報システム（単独で自律的に存在し得る論理的なアプリケーシ

ョン又はデータベースをいう。本解説において同じ。）内及び情報システム

間でやり取りされる情報の重要性を評価し（機密性、完全性及び可用性の観

点から各府省の情報セキュリティポリシーに基づく情報の重要性分類を行う

こと）、また、情報通信技術の動向等を踏まえつつ、発生し得る脅威及びこ

れにより情報システムが影響を受けるリスク（危険度）を評価することによ

り、各情報システムに要求されるセキュリティ水準を的確に把握し、業務処

理に必要な情報システムに関する適切な環境基準（物理的な設備要件、ファ

イアウォールの設置の可否、暗号化通信の可否、要求する処理対応能力（レ

スポンス等）等）を設定する。 

 
注）機密性･･･認可された者だけが情報を利用できることを確実にすること。 

完全性･･･情報及び処理方法が正確かつ完全である状態を安全防護できること。 

可用性･･･許可された者が必要なときに必要な情報を利用できること。 

 

 

【関係記述様式】 

・情報システム関連図 
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【指針3-2】 

 業務・システムのアプリケーション構成は、ERPパッケージソフトウェア等

の汎用パッケージソフトウェアの活用を図る。 

 

【解説】 

 組織全体の情報を統合的に管理し、組織運営の効率化を図るための手法・

機能をソフトウェア化したERP（Enterprise Resource Planning（業務統

合））パッケージソフトウェアに代表される汎用パッケージソフトウェアは、

広範囲に渡る業務処理を対象として、短期間かつ低コストでシステム化を効

率的に実現する有力な開発ツールとなる。このため、業務・システムの最適

化を図るに当たり、業務・システムのアプリケーション構成について、汎用

パッケージソフトウェアの活用を優先的に検討する。 

 他方、汎用パッケージソフトウェアは、多くの組織において適用可能な標

準的な業務処理方法を前提とし、汎用的に作成されているものの、実際の各

行政組織で行われている現行の業務処理に必ずしも合致するとは限らない。

このような場合、既存の業務処理方法を前提とせず、汎用パッケージソフト

ウェアで想定する業務処理方法の適用可能性を徹底して追求し、当該組織の

特殊処理として存置する合理性を有するものを除き、業務処理方法を見直し、

汎用パッケージソフトウェアのパラメータ設定やアドオン等の追加機能開発

を行う範囲を極力圧縮するようにする。 

 

【関係記述様式】 

・ 情報システム関連図 

・ 機能情報関連図 

・ 業務流れ図 

・ 情報体系整理図 

・ ソフトウェア構成図 

 

 

４．技術体系 
 

【指針4-1】 

 複数の府省、部局、課室等で同様の処理が行われている業務について、当

該業務の全部又は一部について情報システムを活用し、同一の業務処理方法

を適用する場合は、情報システムの一元化・集中化を図り、汎用的な一の情

報システムを関係する複数の府省、部局、課室等で共同利用する。 

 各府省でデータの分散管理を行うことが適切な場合においても、アプリケ
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ーション機能の一元化・集中化を図るとともに、データ管理機能の仕様を統

一することにより、相互互換性を確保しつつ、システム開発・運用の費用低

減を図る。 

 

【解説】 

 複数の府省、部局、課室等で同様の処理が行われている業務について、当

該業務の全部又は一部について情報システムを活用し、同一の業務処理方法

を適用する場合、各組織で個々に情報システムを整備することは、情報シス

テムの構築・運用に係る費用が重複して発生するほか、情報システムの構

築・運用に係る業務を増幅することとなる。このため、複数の機関で同一の

業務処理方法を適用する情報システムについては、一元化・集中化を図り、

一の情報システムを関係する複数の府省、部局、課室等で共同利用する。 

 複数の府省に関係する場合であって、特別な事情により、データを各府省

内に分散配置せざるを得ないときは、情報システムのアプリケーション機能

を一元化・集中化し、システム構築・運用の費用低減を図る。また、アプリ

ケーション機能を含めて情報システムを各府省に分散配置せざるをない場合

は、運用業務の一元化・集中化を図り、システム運用の費用低減を図る。 

 なお、一部の業務処理について特定の組織に固有の処理が認められる場合

であっても、当該処理を特別に実施しなければならない合理性（当該組織に

ついては法令で特別な処理が義務付けられ、当該義務付けに係る制度改正は

馴染まない等）が存在しない場合には、複数の組織で同一の処理方法を採用

することを優先し、当該特定の組織の処理については処理の在り方を見直す。 

 ただし、特定の行政分野における業務処理で取り扱う事務量が他の行政分

野の業務処理と比較して圧倒的に多い等により、情報システムに求められる

セキュリティ要求水準、処理能力等が大きく異なり、他の行政分野の業務処

理と切り離して処理することが適当である場合、当該行政分野の業務処理に

関し、独立した情報システム（専用システム）を整備するものとする。 

 

【関係記述様式】 

・ ネットワーク構成図 

 

 

【指針4-2】 

 各府省内のLANは、一府省当たり一システムとし、メールシステムその他の

基本システムの統一化及び運用管理業務の集中化を図る。 

 

【解説】 

 各府省における情報処理業務の基盤となるLANが複数存在することは、ネッ

トワーク間の技術基盤や情報セキュリティ対策の整合性が確保されないおそ
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れを生じさせるほか、これらの運用管理に係る業務負担を増幅させ、機器等

について府省内で重複した投資を行うこととなる。また、職員にとっても、

人事異動等によって利用するLANが異なることとなる場合は、データ活用の継

続性が絶たれ、メールシステム、電子掲示板、フォーラム等の基本システム

について改めて習得しなければならない等、同一のLANを利用する場合と比較

し利便性及び効率性の面から劣る場合がある。 

 このため、各府省内のLANについては、複数設置する合理的な事由が存在す

る場合を除き、一府省当たり一システムとし、メールシステムその他の基本

システムの統一化を図る。特別な事情により、各府省内のLANを複数設置する

場合においても、基本システムの統一化及び運用管理業務の集中化を図ると

ともに、各LAN間を結ぶネットワークは、府省内の個々の情報システムにおい

て共通的に利用する基盤となるネットワークとして整備する。 

 なお、研修用LAN等、一般の行政事務と区別される特定の業務を遂行するた

めに設置せざるを得ないネットワークシステムは、個別の業務システムの性

格を有するものと解され、ここでいう各府省内のLANには該当しない。 

 

【関係記述様式】 

・ ネットワーク構成図 

・ ハードウェア構成図 

・ ソフトウェア構成図 

 

 

【指針4-3】 

 情報システムを利用する職員のコンピュータ端末は、各府省内で整備され

るLANの利用端末を用いるものとし、また、情報システムのサーバ機能及びこ

れを利用する職員のコンピュータ端末の間を結ぶネットワーク回線は、府省

内で整備されるLANその他の基盤となるネットワークを活用するものとする。 

 

【解説】 

 各府省内の情報システムを利用する職員のコンピュータ端末として、LANの

利用端末とは異なる独立した専用端末を用いることは、業務遂行のための職

員の利便性・効率性を低下させるほか、端末に関し重複した投資を行うこと

となる。このため、情報システムを利用する職員のコンピュータ端末は、LAN

の利用端末を用いる。 

 また、情報システムのサーバ機能及びこれを利用する職員のコンピュータ

端末の間を結ぶネットワーク回線について、LANその他の基盤となるネットワ

ークと独立した専用回線を利用することは、ネットワーク回線はもとより、

専用の端末、プリンタその他周辺機器を独立して設置する等の重複した投資

を行うこととなる。このため、情報システムのサーバ機能及びこれを利用す
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る職員のコンピュータ端末の間を結ぶネットワーク回線については、LANその

他の基盤となるネットワークを活用する。 

 

【関係記述様式】 

・ ネットワーク構成図 

 

 

【指針4-4】 

 府省間を結ぶネットワーク回線及び国の行政機関と地方公共団体を結ぶネ

ットワーク回線は、それぞれ霞が関WAN及び総合行政ネットワーク（LGWAN）

を活用するものとする。 

 

【解説】 

 霞が関WAN及び総合行政ネットワーク（LGWAN）は、行政機関間で行われる

情報の電子的なやり取りを多目的かつ機密的に行うことができるよう設置さ

れている行政機関専用のネットワークである。【指針4-3】の考え方と同様、

ネットワーク回線その他の機器等の重複投資を回避するため、府省間を結ぶ

ネットワーク回線は霞が関WANを、また、国の行政機関と地方公共団体を結ぶ

ネットワーク回線は霞が関WANと総合行政ネットワーク（LGWAN）を活用する。 

 独自に専用ネットワークを構築している情報システムについては、存置す

る合理的な理由がない限り、霞が関WAN、総合行政ネットワーク（LGWAN）へ

の移行を計画する。 

 なお、情報システムの情報セキュリティ対策については、ユーザ又は端末

の認証、暗号化通信等、情報システム（アプリケーション）側で対応するこ

とを優先的に検討することが適当であり、霞が関WAN及び総合行政ネットワー

ク（LGWAN）とは独立した専用ネットワークを設置する合理的な理由には該当

しない。ただし、情報システムが極めて重要な情報資産を扱い、霞が関WAN及

び総合行政ネットワーク（LGWAN）において、ユーザ及び端末の認証、暗号化

通信等のアプリケーション側の情報セキュリティに関する対策では防ぐこと

ができない脅威が発生する可能性が極めて高いと認められる場合は、霞が関

WAN及び総合行政ネットワーク（LGWAN）とは独立した専用ネットワークの設

置を検討する。 

 

【関係記述様式】 

・ ネットワーク構成図 
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【指針4-5】 

 情報システムを構成するハードウェア及びソフトウェア並びに通信プロト

コルは、国際標準又は事実上の標準を採用し、オープンシステムとする。 

 

【解説】 

 情報システムを構築する際は、経費の低廉化、システム間の互換性を確保

する観点から、他に採用する技術がない場合を除き、一般に普及していない

特定の技術によることなく、国際標準又は事実上の標準（いわゆるデファク

ト・スタンダード）の技術を採用し、オープンシステムとする。 

 特にホストコンピュータ（汎用機、メインフレーム）システムについては、

要求される情報資産の完全性及び可用性を踏まえるとともに、費用の最小化、

技術動向等に留意しつつ、オープンシステムへの移行を検討する。 

 

【関係記述様式】 

・ ハードウェア構成図 

・ ソフトウェア構成図 

 

 

【指針4-6】 

 ホームページ等のインターネットで提供する情報システムは、インターネ

ット接続口の集約を図り、関係する複数の情報システムに係る情報セキュリ

ティ対策を包括的に行う。 

 

【解説】 

 ホームページ等のインターネットで提供する情報システムは、サイトを分

散することにより、ファイアウォール、侵入検知システム（IDS）等の設置、

24時間監視等の情報セキュリティ対策をサイトごとに実施する必要性が発生

し、費用面において重複した投資が必要となる。また、サイトが複数に分散

されることにより、これを管理する業務も各組織に分散され、類似の業務を

複数の組織で重複して実施する等、業務全体として非効率である。 

 このため、インターネットで提供する情報システムは、インターネット接

続口の集約を図り、情報セキュリティ対策を包括的かつ重点的に実施するこ

とが適当である。特に情報提供のみを目的とする情報システムについては、

セキュリティ上の脅威に対するリスク（危険度）は各システムともほぼ同水

準にあり、セキュリティの観点からサイトを分散させる必要性は低いことか

ら、他の業務上の合理的な理由がない限り、サイトを集約し、管理の一元

化・集中化を図る。 
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【関係記述様式】 

・ネットワーク構成図 

・ハードウェア構成図 

・ソフトウェア構成図 

 

 

【指針4-7】 

 複数の府省で共同利用する情報システム並びに国民生活及び社会経済活動

に密接に関連する情報システムのうち、情報システムの完全性及び可用性が

高度に求められるものについては、バックアップ・システムを整備する。 

 

【解説】 

 もとより政府の情報システムについては、取り扱われる情報の重要性に応

じた情報セキュリティ対策を講ずることが求められるが、特に、複数の府省

で共同利用する情報システム並びに国民生活及び社会経済活動に密接に関連

する情報システム（被害等が発生した場合に国民生活及び社会経済活動に重

大な影響を与える可能性がある情報システム）のうち、情報システムの完全

性及び可用性が高度に求められるものについては、地理的要件及び経費措置

の状況を踏まえつつ、バックアップ・システムを整備する。 

 なお、バックアップの対象となる情報システムが、地理的に分散配置され、

発生する脅威に対し地理的なリスク分散機能を有する場合は、費用対効果を

勘案しつつ、運用している情報システム間で相互にバックアップ機能を持た

せ、又はバックアップ・システムの地理的配置を集約することにより、バッ

クアップ・システムの整備に係る過度な投資を抑制する。 

 

【関係記述様式】 

・ ネットワーク構成図 

・ ハードウェア構成図 

・ ソフトウェア構成図 

 

【例】 

①バックアップの対象となる情報システムが１地点のみに配置されている場合 

 

 

 

 

 

 
 

※ 情報システムが一箇所に設置されているため、バックアップ・システムを整備する場合は、

地理的に離れた地点で整備することを検討。 

運用システム ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ･ｼｽﾃﾑ
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②バックアップの対象となる情報システムが２地点に分散配置されている場合 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 情報システムがＡ地域、Ｂ地域に分散されて運用されており、システムの地理的なリスク分

散がされているため、新たな地点にバックアップ・システムを構築せず、運用システムそれぞ

れに相互バックアップ機能を整備することを検討。 

 

 

 

③バックアップの対象となる情報システムが複数地点に分散配置されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 情報システムが複数の地点に分散されて運用されており、システムの地理的なリスク分散が

されているが、地点が多いことから相互バックアップを行わず、バックアップ・システムを集

約して設置することを検討。 

 

 

Ａ地域（例：西日本） Ｂ地域（例：東日本） 

Ａ地域の運用システム 

+Ｂ地域のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

Ｂ地域の運用システム 

+Ａ地域のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

・・・ 

Ａ地域 Ｂ地域 Ｚ地域 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ･ｼｽﾃﾑ 

Ａ地域の 

運用システム 

Ｂ地域の 

運用システム

Ｚ地域の 

運用システム
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別添４ 業務・システムの最適化の実施に伴う留意事項 
 
 

業務・システムの最適化の実施に伴う留意事項 

 

 業務・システムの最適化は、単なる一過性の取組に終わるものではなく、将来に

わたって自律的かつ継続的に行うことが必要である。このため、最適化計画の策定

後に行うシステム設計・開発の調達においては、最適化計画及びこれに添付する標

準記述様式を活用の上、効率的に仕様書・提案依頼書を作成し、調達の透明性及び

公平性の向上を図るとともに、システム設計・開発過程を通じて次期システムの現

行体系となる設計資料を適切に整備することが必要である。 

 本留意事項は、上記の観点から業務・システムの最適化を適正に実施すること及

び最適化を継続的に行う環境の適切な整備に資することを目的として、最適化計画

策定後の最適化の実施に係るシステム設計・開発の調達について、留意すべき事項

を示すものである。 

 

１．最適化工程及びシステム設計・開発に係る仕様書・提案依頼書 
 各府省は、最適化計画策定後、最適化工程表に基づき、最適化の実施に着手し、

システム設計・開発を行うこととなる。システム設計・開発の調達を行う際は、

仕様書又はこれを含む提案依頼書（RFP：Request For Proposal）の作成が必要と

なるが、最適化計画に添付する将来体系の設計資料と整合的に、かつ効率的に作

成するよう留意する必要がある。以下に、最適化計画策定後のシステム設計・開

発の調達における仕様書及び提案依頼書に記述する事項について解説する。 

 なお、システム設計・開発の調達における仕様書・提案依頼書の作成作業は、

最適化計画の標準記述様式の作成作業と密接に関係し、これと一体的に行うこと

が効率的であることから、最適化計画の策定支援及び仕様書・提案依頼書の作

成・作成支援の調達を行う場合には、これらを一括して調達することが適当であ

る。 

最適化工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画段階 設計・開発段階 運用段階

提案依頼書等作成

仕様書

最適化計画

・機能設計
・データ設計
・ユーザインタフェース設計
・セキュリティ設計
・ネットワーク設計
・ハードウェア設計
・ソフトウェア設計
・システム方式設計
・外部インタフェース設計
・システム移行設計
・その他設計

・プログラム設計
・プログラム開発
・その他開発

・単体テスト
・結合テスト
・総合テスト
・その他テスト

・移行（導入）
・教育等運用準備

・<業務説明書>
・（機能構成図）
・機能情報関連図
・業務流れ図
・情報体系整理図
・実体関連図
・（情報抽象化表）

・データ定義表
・情報システム関連図
・（情報資産評価表）
・情報システム機能構成図
・ネットワーク構成図
・<ソフトウェア構成図>
・<ハードウェア構成図>

・効果指標
・業務・機能要件定義
・情報・データ要件定義
・ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ要件定義
・セキュリティ要件定義
・ネットワーク要件定義

・ハードウェア要件定義
・ソフトウェア要件定義
・システム方式要件定義
・外部ｲﾝﾀﾌｪｰｽ要件定義
・システム移行要件定義
・その他の要件定義

・システム構成
・納期及びスケジュール
・実施体制

・定期報告会等
・前提・制約条件

調達

・データ入力
・データ出力
・データ管理

・システム運用
・システム資源管理

・バックアップ
・ウイルス対策
・不正侵入検知・対策
・セキュリティ診断・監査
・その他安全対策

・メンテナンス
・保守

・利用者支援
・ヘルプデスク

注１）（ ）内は、作成推奨資料及び付属資料となる設計資料。< >内は、最適化計画において将来体系の作成を要しない設計資料
注２）企画段階には、いわゆるシステム分析及び基本設計を含む。
注３）設計・開発段階以降に使用する各用語は、設計・開発作業を行う際に実施等が想定される工程や作業を例示したものである。

提案依頼書

企画段階 設計・開発段階 運用段階

提案依頼書等作成

仕様書

最適化計画

・機能設計
・データ設計
・ユーザインタフェース設計
・セキュリティ設計
・ネットワーク設計
・ハードウェア設計
・ソフトウェア設計
・システム方式設計
・外部インタフェース設計
・システム移行設計
・その他設計

・プログラム設計
・プログラム開発
・その他開発

・単体テスト
・結合テスト
・総合テスト
・その他テスト

・移行（導入）
・教育等運用準備

・<業務説明書>
・（機能構成図）
・機能情報関連図
・業務流れ図
・情報体系整理図
・実体関連図
・（情報抽象化表）

・データ定義表
・情報システム関連図
・（情報資産評価表）
・情報システム機能構成図
・ネットワーク構成図
・<ソフトウェア構成図>
・<ハードウェア構成図>

・効果指標
・業務・機能要件定義
・情報・データ要件定義
・ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ要件定義
・セキュリティ要件定義
・ネットワーク要件定義

・ハードウェア要件定義
・ソフトウェア要件定義
・システム方式要件定義
・外部ｲﾝﾀﾌｪｰｽ要件定義
・システム移行要件定義
・その他の要件定義

・システム構成
・納期及びスケジュール
・実施体制

・定期報告会等
・前提・制約条件

調達

・データ入力
・データ出力
・データ管理

・システム運用
・システム資源管理

・バックアップ
・ウイルス対策
・不正侵入検知・対策
・セキュリティ診断・監査
・その他安全対策

・メンテナンス
・保守

・利用者支援
・ヘルプデスク

注１）（ ）内は、作成推奨資料及び付属資料となる設計資料。< >内は、最適化計画において将来体系の作成を要しない設計資料
注２）企画段階には、いわゆるシステム分析及び基本設計を含む。
注３）設計・開発段階以降に使用する各用語は、設計・開発作業を行う際に実施等が想定される工程や作業を例示したものである。

提案依頼書
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(1) 仕様書 
 最適化計画においては、次期システムに関し、標準記述様式による将来体系

に係る設計資料を作成することが必要であるが、当該次期システムに係る設

計・開発の調達においては、これらのほかに当該次期システムに関する各種の

要件定義が必要となる。また、それらの要件定義については、仕様書に記述す

ることとなる。 

 以下は、最適化計画策定後にシステム設計・開発の調達を行う場合において

必要となる要件定義事項の例である。（別紙「システム設計・開発に係る仕様

書に記述する要件定義事項の例（詳細）」参照）。 

 

① 効果指標 

 最適化計画に基づく最適化実施事項の遂行状況を管理するため、各実施事

項に対して効果指標を設定する。 

 

② 業務・機能要件定義 

 機能構成図、機能情報関連図、業務流れ図及び情報システム機能構成図並

びにこれらを補完するものとして、業務・機能要件及び汎用パッケージソフ

トウェア選定要件を記述。 

 

③ 情報・データ要件定義 

 情報体系整理図、情報抽象化表、実体関連図及びデータ定義表並びにこれ

らを補完するものとして、情報分析表及び現行データボリューム一覧表並び

にデータの完全性、正確性等を確保するための情報信頼性コントロール要件

を記述。 

 

④ ユーザインタフェース要件定義 

 画面及び帳票の一覧表及びデザインパターン等に関する設計規約書を記述。 

 

⑤ セキュリティ要件定義 

 情報資産評価表及びこれを補完するものとして、権限定義及び情報資産に

対するセキュリティ要件を記述。 

 

⑥ ネットワーク要件定義 

 ネットワーク構成図及びこれを補完するものとして、ネットワークに求め

られる拡張性、性能等の要件を記述。 

 

⑦ ハードウェア要件定義 

 サーバ、端末、周辺機器等のハードウェアに求められる機能等の要件を記

述。 
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⑧ ソフトウェア要件定義 

 オペレーティングシステム（OS）、ミドルウェア等のシステムソフトに求

められる機能等の要件を記述。 

 

⑨ システム方式要件定義 

 システム全体としての構成、性能等に関する要件を記述。 

 

⑩ 外部インタフェース要件定義 

 情報システム関連図及びこれを補完するものとして、当該次期システムの

外部システムとのインタフェースに関する要件を記述。 

 

⑪ システム移行要件定義 

 当該次期システムに移行する際の移行方法、スケジュール、体制、移行環

境等に関する要件を記述。 

 

⑫ その他の要件定義 

 上記のほか、システムの開発、テスト、教育等に関する各種の要件を記述。 

 

(2) 提案依頼書 
 システム設計・開発の調達に際し、事業者の創意工夫を最大限活用し、質

の高い低廉な情報システムを整備するため、いわゆる提案依頼書を作成し、

入札参加者に提案依頼を行い、適正な評価基準に従って評価を行うことが適

当である。 

 以下は、システム設計・開発の調達を行う場合において提案依頼を行う事

項の例である。 

 

① システム構成 

アプリケーション構成、データベース構成、ハードウェア構成、ネットワ

ーク構成、セキュリティシステム等の提案を求めるに当たり、必要なシステ

ムの機能・性能要件（「仕様書」からの引用又は添付）、条件（設置場所、

オペレーティングシステム（OS）のバージョン等の制約等）を記述。 

 

② 納期及びスケジュール 

契約締結後から検収までのスケジュール案を提案させるために必要な稼動

開始時期、工程ごとの期間、ソフトウェア・ハードウェア導入時期、テスト

期間、並行テスト運用期間、定期報告及び検討会、ユーザ教育の時期等の提

案を求めるに当たり、必要な納期及びスケジュールの条件等を記述。 

 

③ 実施体制 
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実施体制図、責任者、技術者等の氏名、職位、履歴、責任・権限、問題等

発生時の対応体制等の提案を求めるに当たり、必要な条件等を記述。 

 

④ 定期報告会等 

定期報告会等の設置、開催頻度、進捗状況報告の内容等の提案を求めるに

当たり、必要な条件等を記述。 

 

⑤ 前提・制約条件 

仕様書等に示していない前提・制約条件があれば記述するほか、事業者か

らも前提・制約条件を求める。 

 

２．システム設計・開発に係る事業者選定の考え方 
 事業者選定については、一般競争により行うことが会計法上の原則であり、

内外無差別性、透明性、公平性を確保することが必要である。 

 さらに、情報システムに係る政府調達については、昨今の極端な安値落札の

防止、適正な価格でより質の高いシステムを調達する観点から、より一層の透

明性、公平性の向上が求められているところである。 

 最適化計画は、現行体系から将来体系への移行計画として策定するものであ

り、次期システムの方向性や概要を定めるとともに、業務処理方法、データ設

計、アプリケーションの機能を定めるものであることから、システム調達の仕

様書と同様な取り扱いが必要である。 

 仕様書の作成については、「日本の公共部門におけるコンピュータ製品及び

サービスの調達に関する措置」（平成 4 年 1 月 20 日アクション・プログラム実

行推進委員会）等において、公平性かつ無差別性が確保されている場合を除き、

仕様の作成に直接関与した事業者を入札過程に参加させてはならないとされて

いる。 

 このため、最適化計画に基づく次期システムの設計・開発に係る事業者の選

定については、一般競争入札によることを原則としつつ、より一層の透明性、

公平性を図る観点から、最適化計画の策定支援（最適化の実施に係るシステム

設計・開発に係る仕様書・提案依頼書の作成又は作成支援を含む。）を実施し

た事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一

の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者の

参加は原則として認めないこととし、この旨をシステム設計・開発の調達の仕

様書又は提案依頼書等に明記するものとする。 

 なお、最適化計画の策定支援（最適化の実施に係るシステム設計・開発に係

る仕様書・提案依頼書の作成又は作成支援を含む。）の調達においても、その

旨を仕様書等に明記することが適当である。 
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システム設計・開発に係る受託事業者の制限 

 

３．その他 
 上記１及び２のほか、最適化の実施に係るシステム設計・開発の調達を行う場

合は、以下の事項に留意することが必要である。 

 

(1) 標準記述様式の維持・管理 
 最適化計画に添付される標準記述様式による将来体系に係る設計資料は、次

期システムの現行体系に係る設計資料に該当し、次期最適化計画を検討する際

の基礎資料となるものである。このため、業務・システムの最適化を継続的に

行う環境を整備する観点からも、最適化計画の策定後、次期システムの設計・

開発過程において生じた変更や詳細化された事項等は適宜、設計資料に反映さ

せることが必要であり、この旨を仕様書等に明記することが必要である。 

 また、最適化計画の策定段階で作成することを必要とされていない将来体系

のソフトウェア構成図及びハードウェア構成図については、最適化計画策定後

の次期システムの設計・開発を通じて明らかにし、当該次期システムの運用段

階において、当該次期システムの現行体系として整備することとなっている。

このため、次期システムの設計・開発の調達を行う際は、当該次期システムの

ソフトウェア構成図及びハードウェア構成図を当該調達の納入成果物の一つと

することを仕様書等に明記することが必要である。 

子会社

委託先事業者

同一の親会社
を持つ会社

親会社

最適化計画策定
支援事業者

×

×

×

×

×
子会社

委託先事業者

同一の親会社
を持つ会社

親会社

最適化計画策定
支援事業者

×

×

×

×

×
子会社

委託先事業者

同一の親会社
を持つ会社

親会社

最適化計画策定
支援事業者

×

×

×

×

×
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 なお、最適化計画の策定対象となっていない情報システムの設計・開発に係

る調達を行う場合においても、本ガイドラインに基づく統一的な業務・システ

ムの管理手法を適用させ、政府全体又は各府省内の最適化に資する観点から、

本ガイドラインに基づく標準記述様式による設計資料を当該調達の納入成果物

の一つとすることを仕様書等に明記することが望ましい。 

 

(2) 設計資料の著作権の取り扱い 
 システムの設計・開発過程において作成（修正を含む。）される設計資料の

著作権については、最適化計画での利用、他の業務・システムへの利活用等の

観点から、調達者（各府省）に帰属する旨を契約書に明記する。 

 

(3) 仕様書等の情報共有 
 電子政府構築計画に基づき、作成した仕様書等は、政府内の情報共有等を図

るため、情報システムに係る政府調達事例データベースへ登録することとする。 

 

(4) システム設計・開発に係る工程管理 
 最適化計画を画餅に終わらせることなく、利用者本位の行政サービスを提供

し、予算効率の高い簡素な政府の実現を図るとともに、各業務・システムの最

適化の基本理念を確実に達成していくためには、最適化計画の実施に係る工程

管理を適切に行っていくことが重要である。 

 規模の大きな業務・システム等においては、最適化計画策定後のシステム設

計・開発の工程管理を外部に委託する場合が想定される。この場合においては、

業務・システム最適化計画の策定支援（最適化の実施に係るシステム設計・開

発に係る仕様書・提案依頼書の作成又は作成支援を含む。）を行った事業者へ

の委託は可能であるが、当該システムの設計・開発を実施した事業者及びこの

事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 8 条に規定

する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社等並びに委託先事業者等の緊

密な利害関係を有する事業者への委託は行わないこととする。 

 外部に工程管理を委託しない場合においては、円滑な事業の実施、進捗状況

等の把握を実現するため、事業者に次の事項等を含む実施計画書の作成及び提

出を求めることが適当である。 

【事項例】 

① 事業の目的 

② 事業の範囲 

③ 事業の主要課題 

④ 事業の目標達成指標 

⑤ 事業の業績評価指標 

⑥ リスク管理 

ア リスク及び対策 

イ 遵守事項 
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ウ セキュリティ 

⑦ スケジュール 

⑧ 工程、期間毎の目標 

⑨ 実施体制 

⑩ 進捗報告等の会議体 

⑪ 成果物等に関する規約 

⑫ その他 

 

システム設計・開発に係る工程管理及び委託可能な事業者 

 

 

最適化計画策定支援事業者

運用段階設計・開発段階企画段階

システム設計・開発事業者

【委託可能な事業者】

(1) 最適化計画策定支援事業者
(2) 下記以外の会社
①システム設計・開発事業者

②①の親会社

③①の子会社

④①と同一の親会社を持つ会社

⑤①の委託先事業者

工程管理事業者

最適化計画策定支援事業者

運用段階設計・開発段階企画段階

システム設計・開発事業者

【委託可能な事業者】

(1) 最適化計画策定支援事業者
(2) 下記以外の会社
①システム設計・開発事業者

②①の親会社

③①の子会社

④①と同一の親会社を持つ会社

⑤①の委託先事業者

工程管理事業者
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（別紙）システム設計・開発に係る仕様書に記述する要件定義事項の例（詳細） 
 
 

システム設計・開発に係る仕様書に記述する要件定義事項の例（詳細） 

 

 最適化計画に添付する将来体系の設計資料を補完し、最適化計画策定後のシステ

ム設計・開発の調達において仕様書に記述すべき要件定義の例を示す。 

 

１．効果指標 

【記載事項例】 

① 主要課題 

② 最適化実施事項 

③ 効果指標 

④ 計算式 

⑤ 目標水準 

⑥ 効果指標の把握のために必要となる項目及び業務処理過程 

⑦ その他効果指標に関する事項 

 

【効果指標の記述例】 

 

２．業務・機能要件定義 

(1) 業務・機能要件 

【記載事項例】 

① 業務処理過程 

② 処理機能 

③ 処理方式（オンライン、バッチ等） 

④ 機能説明 

⑤ その他業務・機能に関する事項 

10回以上／1情
報

アクセス回数／情報数情報の利用率

60%電子化情報数／全情報数情報の電子化率情報の共有化

60%当期用紙購入額／前期購
入額

ペーパーレス率

70%適用業務数／全間接業務
数

ワークフロー適用率

10時間以内／月Σ(残業時間)間接作業時間の短縮

(残業時間の減少)

3日以内納品日－要求日調達要求から納品までのリードタイム

3回以内／月Σ(クレーム数)クレーム発生数コントロールプロセスの導入

1日以内発注日－要求日調達要求から発注までの時間間接業務の効率化業務プロセスの見
直し

目標水準計算式効果指標最適化実施事項主要課題

10回以上／1情
報

アクセス回数／情報数情報の利用率

60%電子化情報数／全情報数情報の電子化率情報の共有化

60%当期用紙購入額／前期購
入額

ペーパーレス率

70%適用業務数／全間接業務
数

ワークフロー適用率

10時間以内／月Σ(残業時間)間接作業時間の短縮

(残業時間の減少)

3日以内納品日－要求日調達要求から納品までのリードタイム

3回以内／月Σ(クレーム数)クレーム発生数コントロールプロセスの導入

1日以内発注日－要求日調達要求から発注までの時間間接業務の効率化業務プロセスの見
直し

目標水準計算式効果指標最適化実施事項主要課題
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【業務・機能要件の記述例】 

 

(2) 汎用パッケージソフトウェア選定要件 

【記載事項例】 

① アドオン開発に対する考え方又は方針 

② 汎用パッケージソフトウェアの利用に関する要件 

③ その他汎用パッケージソフトウェアに関する事項 

 

３．情報・データ要件定義 

(1) 情報分析表 

【記載事項例】 

① 業務処理過程 

② 対象情報（エンティティ）及びその主要な属性（アトリビュート） 

③ 各情報項目に対するデータ作成、参照、更新、削除の区分 

 

【情報分析表（CRUD 形式）の記述例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階層１ 階層２
物品調達 物品要求 物品要求情報新規登録 オンライン 物品要求書の新規登録

物品要求情報通常検索 オンライン 通常頻繁に利用する物品要求の項目による情報の検索(絞り込み機能)

　　　　　＆一覧表示 オンライン 通常検索で検索した物品要求情報の一覧表示

物品要求情報汎用検索 オンライン

通常の検索項目だけでなく物品要求．契約のすべての項目による物品
要求情報の検索(絞り込み機能)

物品要求､契約の各情報の中で通常よく使われる条件の設定

検索条件パターンの保存

検索条件パターンの呼出

物品要求情報情報一覧表示 オンライン 汎用検索で検索した個･法人物品要求情報の一覧表示

物品要求情報情報出力 オンライン 一覧表示した物品要求台帳情報のCSVファイル出力

物品要求情報一覧印刷 オンライン 通常又は汎用検索で検索した物品要求情報の一覧帳票の印刷

基本照会／訂正／削除 オンライン 物品要求書の照会、訂正、削除

発注 物品管理台帳印刷 バッチ 物品管理台帳の印刷

業務処理過程
機能説明処理機能 処理方式

申込受付 調整・審査 利用許可 利用 利用料請求 利用料回収
組織
府省 CD CRD CRD CRD CRD CRD
部局課室 CD CRD CRD CRD CRD CRD
場所 CD CRD CRD CRD CRD CRD

職員
氏名 CD CRD CRD CRD CRD CRD
官職 CD CRD CRD CRD CRD CRD

業者
業者名 CD R R R R R

厚生共済サービス
サービス名 CD R R R R R

物品
品目 CD R R R R R
規格 CD R R R R R
単位 CD R R R R R

勘定科目
項 CD R R R R R
目 CD R R R R R
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申込受付 調整・審査 利用許可 利用 利用料請求 利用料回収
対象情報（エンティティ）
ヒト
組織
府省 E E、（E) E、（E) E、（E) E、（E) E、（E)
部局課室 E E、（E) E、（E) E、（E) E、（E) E、（E)
場所 E E、（E) E、（E) E、（E) E、（E) E、（E)

職員
氏名 E E、（E) E、（E) E、（E) E、（E) E、（E)
官職 E E、（E) E、（E) E、（E) E、（E) E、（E)

業者
業者名 E （E) （E) （E) （E) （E)

モノ
厚生共済サービス
サービス名 E （E) （E) （E) （E) （E)

物品
品目 E （E) （E) （E) （E) （E)
規格 E （E) （E) （E) （E) （E)
単位 E （E) （E) （E) （E) （E)

カネ
勘定科目
項 E （E) （E) （E) （E) （E)
目 E （E) （E) （E) （E) （E)

起因事象（イベント）
申込受付 I M M M M M
調整・審査 I M M M M
利用許可 I M M M
利用 I M M
利用料請求 I M
利用料回収 I

情報 健康診断申込書 健康診断申込書 受診通知書 受診表 受診料請求書 領収書
宿舎申込書 宿舎申込書 入居許可通知書 宿舎料請求書 領収書
借入申込書 借入申込書 借入審査通知書 口座引落通知書

厚生共済　業務プロセス

 

【情報分析表（EEM 形式）の記述例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現行データボリューム一覧表 

《既存システムが存在する場合》 

【記載事項例】 

① ファイル名（テーブル名） 

② レコード件数 

③ レコード長 

④ データ容量 

⑤ 年間データ増加率 

⑥ インデックス長 

⑦ インデックス容量 

⑧ その他データボリュームに関する事項 

 

《既存システムが存在しない場合》 

【記載事項例】 

① ファイル名 

② 入力データ（伝票等） 

③ 件数 

④ 年間件数増加率 

⑤ その他データボリュームに関する事項 
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【現行データボリューム一覧表の記述例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 情報信頼性コントロール要件 

【記載事項例】 

① 業務処理過程 

② 処理機能 

③ データ項目 

④ 適用する情報信頼性コントロール方法 

ア データの完全性コントロール方法（連番チェック、コンピュータフ

ァイル突合等） 

イ データの正確性コントロール方法（存在性チェック、フォーマット

チェック、範囲チェック等） 

ウ データの正当性コントロール方法（プログラムによる承認チェック

等） 

エ データの継続性コントロール方法（明細データと証憑の突合等） 

⑤ その他情報信頼性コントロールに関する事項 

 

４．ユーザインタフェース要件定義 

(1) 画面一覧表 

【記載事項例】 

① 業務処理過程 

② 処理機能 

③ 入出力画面名 

④ 画面の分類、区分等 

⑤ その他画面に関する事項 

 

(2) 帳票一覧表 

【記載事項例】 

（１）マスタ

No. ファイル 件数 年間伸び率 備考
1 職員 約5,000件 5%
2 組織 約500件 2%
3 業者 約2,000件 3%
4 物品 約12,000件 7% サービス品目含む
5 勘定科目 約200件 3%
6 ・・・

（２）トランザクション

No. ファイル 件数／年 年間伸び率 備考
1 物品要求 約7,000件 10%
2 発注 約8,000件 10% ピーク時　1000件/月
3 支出負担行為決議 約7,000件 10%
4 ・・・
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① 業務処理過程 

② 処理機能 

③ 入出力帳票名 

④ 帳票の分類、区分等 

⑤ その他帳票に関する事項 

 

(3) 画面設計規約書 

【記載事項例】 

① 画面遷移に関する規約 

② ユニバーサルデザインに関する規約 

③ 画面レイアウトに関する規約 

ア レイアウトパターン 

イ 画面サイズ 

ウ 配色 

エ ダイアログの使用方法 

オ ボタンの種類及び適用基準 

カ 画面要素（チェックボックス、ラジオボックス等）の適用基準 

キ 項目移動のルール 

ク キーボードによる画面処理規約 

④ その他画面に関する事項 

 

(4) 帳票設計規約書 

【記載事項例】 

① 帳票レイアウトに関する規約 

ア レイアウトパターン 

イ 用紙サイズ 

ウ 行数 

エ 出力機種ごとの規約 

オ データ項目印字形式 

② その他帳票に関する事項 

 

５．セキュリティ要件定義 

セキュリティ要件定義においては、各府省で策定した情報セキュリティポリシ

ーとの整合性を十分考慮の上、要件定義を行うことが必要である。 

 

(1) 権限定義 

【記載事項例】 

 

① 権限種別（タイプ） 

② 処理機能 
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③ 権限範囲 

④ 権限（登録、参照、変更、削除等） 

⑤ その他権限定義に関する事項 

 

【権限定義の記述例】 

 

(2) セキュリティ要件 

【記載事項例】 

① 情報資産名 

② 重要性分類（機密性、完全性、可用性） 

③ リスク評価 

ア 物理的脅威（侵入、破壊、故障、停電、災害等）の発生頻度と影響

の大きさ 

イ 技術的脅威（不正アクセス、盗聴、コンピュータウイルス、改ざ

ん・消去、Dos 攻撃、なりすまし等）の発生頻度と影響の大きさ 

ウ 人的脅威（誤操作、持ち出し、不正行為、パスワードの不適切管理

等）の発生頻度と影響の大きさ 

④ セキュリティ対策 

ア 物理的セキュリティ対策(必要な設備の設置、出入管理等) 

イ 技術的セキュリティ対策（情報アクセス管理、予備システム準備、

リカバリー方法、データバックアップ方法等） 

ウ 人的セキュリティ対策（システム管理体制、認証情報管理等） 

⑤ 個人情報保護対策 

シ
ス
テ
ム
管
理
者

部
局
管
理
者

課
室
管
理
者

メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
管
理
者

職
員

処理機能 権限範囲

パスワード変更 すべてのユーザ
登録、参照、
変更、削除

本人のみ 変更 変更 変更 変更

メール配信情報 本人のみ
登録、参照、
変更、削除

登録、参照、
変更、削除

登録、参照、
変更、削除

登録、参照、
変更、削除

登録、参照、
変更、削除

ユーザ情報変更 すべての組織
登録、参照、
変更、削除

変更 変更 変更 変更

管理する組織
登録、参照、
変更、削除

登録、参照、
変更、削除

組織情報変更 すべての組織
登録、参照、
変更、削除

変更 変更 変更

管理する課係
登録、参照、
変更、削除

処理機能

権限種別
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⑥ その他セキュリティに関する事項 

 

６．ネットワーク要件定義 

【記載事項例】 

① ネットワーク将来拡張性要件 

② ネットワーク性能要件 

③ その他ネットワークに関する事項 

 

７．ハードウェア要件定義 

【記載事項例】 

① サーバに関する機能・性能要件 

② クライアントに関する機能・性能要件 

③ 周辺機器に関する機能・性能要件 

④ ネットワーク機器に関する機能・性能要件 

⑤ その他ハードウェアに関する事項 

 

８．ソフトウェア要件定義 

【記載事項例】 

① オペレーティングシステムに関する機能要件 

② ミドルウェアに関する機能要件 

③ その他ソフトウェアに関する事項 

 

９．システム方式要件定義 

(1) システム全体構成要件 

【記載事項例】 

① アプリケーション全体構成 

② ミドルウェア全体構成 

③ 既存システムとの関係 

④ その他システム全体構成に関する事項 

 

(2) 性能要件 

【記載事項例】 

① 業務処理過程 

② 処理機能 

③ 平常時データ量 

④ ピーク時データ量 

⑤ 要求されるレスポンスタイム又はスループット時間 

⑥ 将来における拡張性の要件 

⑦ その他性能に関する事項 
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10．外部インタフェース要件定義 

【記載事項例】 

① ノード間インタフェース 

② 送受信ファイルレイアウト 

③ その他外部インタフェースに関する事項 

 

11．システム移行要件定義 

【記載事項例】 

① 移行方法に関する要件 

② 移行時期・期間に関する要件 

③ 移行環境に関する要件 

④ 移行体制に関する要件 

⑤ 作業分担に関する事項 

⑥ その他移行に関する事項 

 

12．その他の要件定義 

(1) 開発要件 

【記載事項例】 

① 開発方法に関する要件 

② 開発環境に関する要件 

③ 開発体制に関する要件 

④ その他開発に関する事項 

 

(2) テスト要件 

【記載事項例】 

① テスト方法・手順に関する要件 

② テストデータに関する要件 

③ テストスケジュールに関する要件 

④ テスト環境に関する要件 

⑤ テスト体制に関する要件 

⑥ 作業分担に関する事項 

⑦ その他テストに関する事項 

 

(3) 教育要件 

【記載事項例】 

① 教育方法に関する要件 

② 教育スケジュールに関する要件 

③ 教育環境に関する要件 

④ 教育体制に関する要件 

⑤ 教育成果・報告に関する要件 
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⑥ 作業分担に関する事項 

⑦ その他教育に関する事項  
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参考 最適化計画の策定対象とする業務・システムの考え方 
 

最適化計画の策定対象とする業務・システムの考え方 

 

 「業務・システム体系一覧作成指針（ガイドライン）」に基づく業務・システム

の体系整理を参考とし、次のいずれかに該当する業務・システムであって業務処理

過程の重複等の排除、業務・システムの一元化・集中化等により業務・システム全

体の経費削減、効率化・合理化が見込まれるものについては、電子政府構築計画

（2003 年（平成 15 年）7 月 17 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）に基

づく最適化計画を策定するものとする。 

 なお、該当する業務・システムが他の業務・システムと相互に関連し、包括的に

最適化を図ることが適当である場合は、関連する業務・システムをまとめて最適化

計画を策定するものとする。 

 

（１）複数の府省、部局、課室等で同様の処理が行われている業務であって、業務

の全部又は一部について情報システムを活用し、同一の業務処理方法を適用する

ことが可能なもの又は業務処理の連携が可能なもの 

 

（２）複数の府省、部局、課室等で分担して処理されている業務であって、業務の

全部又は一部について情報システムを活用しているもの又は情報システムの活用

が見込まれるもの 

 

（３）現に設置している電子計算機、周辺機器及びネットワーク並びにこれらで使

用するソフトウェアを運用するための経常的な経費が１億円以上の情報システム 

 

（４）電子政府構築計画に掲げる共通システム 

 

（５）上記のほか、各府省において業務の最適化や情報システムの統合化等の効果

が大きいと判断する業務・システム 

 

 

注）最適化計画の対象とする業務・システムの範囲は、上記（１）～（５）に該当

する範囲及び特定の範囲に限定せず（特に（３）に該当する場合は情報システム

のみに限定せず）、一連の事務全体を対象とし、関連する業務・システムをまと

めて包括的に最適化を図ることが適当と判断されるときは、一の包括的な業務・

システムとして最適化計画を策定。 


